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論;

説:
憲
法
抗
告
に
お
け
る
適
法
要
件
の
構
造

ー
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
制
度
と
そ
の
展
開
!

日

次

序第
一
章
憲
法
抗
告
制
度
の
概
要

-
制
度
の
位
置
と
根
拠

川
憲
法
裁
判
制
度
に
お
け
る
位
置
づ
け

凶
制
度
の
根
拠
規
定

(
以
上
本
号
)

"，.-.、、

一、-〆
寺

島

芸~
育司F
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説

2

適
法
要
件
の
諸
相

川
憲
法
抗
告
手
続
の
当
事
者

凶
「
公
権
力
に
よ
る
侵
害
」
の
要
件

間
基
本
権
侵
害
の
主
張
と
訴
え
の
利
益

同
司
法
救
済
前
置
と
申
立
て
の
期
限
・
方
式

3

受
理
手
続
制
度

審
査
範
囲
と
判
決
方
式

百!

日間

4 
第
二
章
法
令
に
対
す
る
憲
法
抗
告
の
要
件

-
「
影
響
を
蒙
る
事
情
」
の
要
件

「
直
接
性
」
・
「
補
充
性
L

の
判
例
法
理

学
説
に
お
け
る
「
直
接
性
」
と
「
補
充
性
」

E 皿
第
三
章
「
権
利
保
護
の
利
益
」
存
続
の
要
件

-
「
権
利
保
護
の
利
益
」
存
続
の
基
準
に
関
す
る
判
例

「
憲
法
論
上
の
争
点
解
明
」
基
準
の
正
当
化
論

E 
む
す
び
に
代
え
て

序

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
は
、
各
人
の
憲
法
上
の
権
利
に
対
す
る
特
別
の
法
的
救
済
手
続
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
憲
法
抗
告

北法45(4・2)530
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従
来
「
憲
法
訴
願
」
「
憲
法
異
議
」
な
ど
と
も
訳
さ
れ
て
い
る
1
ー
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

憲
法
上
の
権
利
(
基
本
権
)
を
侵
害
す
る
公
権
力
の
措
置
(
法
令
・
裁
判
判
決
を
含
む
)
の
違
憲
性
確
認
と
無
効
宣
言
な
い
し
取
消
を
救
済

(
1
)
 

方
法
と
す
る
手
続
で
あ
る
。
本
稿
は
、
違
憲
審
査
制
の
比
較
研
究
と
い
う
関
心
か
ら
、
こ
の
救
済
手
続
に
お
い
て
そ
も
そ
も
実
体
裁
判
が
な

さ
れ
る
以
前
の
入
口
の
段
階
で
生
じ
う
る
適
法
要
件
(
訴
訟
要
件
)
の
問
題
、
と
り
わ
け
訴
え
を
提
起
し
う
る
適
格
お
よ
び
狭
義
の
訴
え
の

利
益
(
権
利
保
護
の
利
益
の
存
続
)
と
い
っ
た
要
件
を
め
ぐ
る
彼
地
の
判
例
・
学
説
上
の
論
議
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
制
度
の
手
続
上
の
特

質
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
題
材
に
関
連
す
る
わ
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
状
況
を
振
り
返
り
つ
つ
(
同
)
、
本
稿
に

(
同
)
、
本
稿
の
構
成
を
示
し
て
お
く
(
同
)
。

お
け
る
題
材
を
い
っ
そ
う
明
確
に
特
定
し
た
う
え
で
(
刷
)
、

か
か
る
題
材
選
択
の
意
義
を
述
べ

憲法抗告における適法要件の構造(1)

同
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
憲
法
裁
判
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
も
こ
れ
ま
で
に
か
な
り
豊
富
な
研
究
が
あ
る
。
連
邦
憲

(
2
)
 

法
裁
判
所
の
管
轄
す
る
訴
訟
・
裁
判
手
続
の
概
観
を
与
え
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
し
、
と
り
わ
け
法
令
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
連

(
3
)
 

邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
(
裁
判
)
の
方
式
・
効
果
は
精
力
的
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
抽
象
的
法
規
審
査
(
阻
ま
可
島
Z

Z
0
5
S
E
E
S
-
5
・
具
体
的
法
規
審
査
(
ぎ
口
町
号

5
5
2
W
O
E
S
-
-巾
)
l
|〉

Z
2
B
g
r
E
g
-
-巾
〈
は
従
来
「
規
範
統
制
」
「
規
範
審
査
」

「
法
令
審
査
」
と
も
訳
さ
れ
て
い
る
l
l
ー
と
い
っ
た
制
度
の
存
在
や
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
の
一
般
的
効
力
の
承
認
が
注
目
を
浴
び
て

き
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ら
の
知
見
に
基
づ
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
憲
法
裁
判
権
の
性
格
が
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、

あ
る
論
者
は
ま
ず
、
「
普
通
の
裁
判
所
に
具
体
的
事
件
処
理
の
前
提
と
し
て
違
憲
審
査
権
を
与
え
る
方
式
H

具
体
的
、
付
随
的
ま
た
は
前
提

的
審
査
制
(
一
八

O
三
年
以
後
の
ア
メ
リ
カ
)
」
と
「
特
別
の
裁
判
所
な
い
し
特
別
の
機
関
(
西
独
、
第
五
共
和
制
フ
ラ
ン
ス
)
に
抽
象
的

審
査
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
仕
方
で
審
査
権
を
与
え
る
方
式
H
抽
象
的
審
査
制
」
と
を
、
違
憲
審
査
制
の
「
基
本
的
な
類
型
」
と
し
て
取
り

(4) 

出
す
(
傍
点
は
原
文
)
。
そ
の
う
え
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
の
特
質
を
如
実
に
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
法
規
審
査

北法45(4・3)531



説

に
お
け
る
判
決
の
一
般
的
効
力
承
認
の
ほ
か
、
抽
象
的
法
規
審
査
の
申
立
権
者
が
国
家
機
関
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
私
人
へ
の

憲
法
忠
誠
の
法
的
要
求
と
制
裁
(
基
本
法
一
八
条
の
基
本
権
剥
奪
条
項
)
、
私
人
の
政
治
的
組
織
体
と
し
て
の
政
党
に
対
す
る
そ
れ
(
同
二

一
条
二
項
の
政
党
条
項
ど
と
い
っ
た
制
度
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
者
に
あ
っ
て
は
、
「
現
代
段
階
に
お
い
て
登
場
し
て

く
る
抽
象
的
審
査
制
」
は
、
「
市
民
円
件
。
ヨ
ロ
が
憲
法
に
よ
っ
て
国
家
を
し
ば
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
国
家
が
市
民
に
対
し
て
憲
法
へ

の
忠
誠
を
要
求
し
、
そ
の
憲
法
が
何
で
あ
る
か
を
ま
さ
し
く
裁
判
的
機
関
が
決
定
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
憲
法
的
価
値
の
全
社
会

過
程
へ
の
貫
徹
が
は
か
ら
れ
る
、
と
い
う
点
L

に
「
基
本
性
格
」
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
「
前
提
的
審
査
制
」
と
は
鋭
く
対
置
さ
れ
、
か

よ
う
に
理
解
さ
れ
た
「
抽
象
的
審
査
制
」
の
「
典
型
」
と
し
て
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
違
憲
審
査
制
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
(
傍

(
5
)
 

点
は
原
文
)
。
こ
こ
で
は
憲
法
抗
告
制
度
の
存
在
意
義
は
や
や
相
対
化
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
付
随
的
審
査
制
の

下
で
も
司
法
審
査
の
憲
法
保
障
機
能
を
踏
ま
え
た
「
事
件
性
」
要
件
の
緩
や
か
な
運
用
が
み
ら
れ
る
反
面
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
も
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
管
轄
す
る
裁
判
手
続
に
あ
っ
て
具
体
的
法
規
審
査
や
憲
法
抗
告
(
と
り
わ
け
後
者
)
の
占
め
る
件
数
が
圧
倒
的
な
も
の
と

(
6
)
 

な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
違
憲
審
査
制
の
両
類
型
に
お
け
る
よ
口
一
化
傾
向
」
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
あ
わ
せ
て
、
ド
イ

(
7
)
 

ツ
憲
法
裁
判
制
の
歴
史
研
究
も
積
み
重
ね
ら
れ
、
そ
の
な
か
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
場
合
と
は
異
な
り
ド
イ
ツ
で
は
、
と
り
わ
け
ヴ
ア
イ
マ

ル
期
を
通
じ
て
、
事
件
の
裁
判
に
際
し
そ
の
先
決
問
題
と
し
て
適
用
法
規
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
権
限
が
裁
判
官
に
は
あ
る
の
だ
、
と
い
う

観
念
が
底
流
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
き
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
今
日
の
具
体
的
法
規
審
査
制
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
そ
う
し
た
観

(8) 

念
を
前
提
と
し
た
う
え
で
の
も
の
だ
、
と
い
う
重
要
な
知
見
も
示
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

ヨム
日間

そ
う
し
た
な
か
で
、
憲
法
抗
告
制
度
そ
の
も
の
に
照
準
を
合
わ
せ
た
研
究
も
も
と
よ
り
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
憲
法
抗
告
制
度
は
ド
イ
ツ
帝

レ
ヴ
ェ
ル
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
前
身
た
る
連
邦

国
期
・
ヴ
ア
イ
マ
ル
共
和
国
期
を
通
じ
て
全
ド
イ
ツ
国

E
S
U
E
S円
Z
F
E
H
)

法
上
の
制
度
を
持
た
な
い
も
の
の
、
そ
の
種
の
制
度
が
未
施
行
に
終
わ
っ
た
一
八
四
九
年
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
で
予
定
さ
れ
て
い
た
こ

北法45(4・4)532



憲法抗告における適法要件の構造(1)

(9) 

ド
イ
ツ
の
憲
法
史
・
憲
法
裁
判
制
度
史
に
関
す
る
研
究
を
通
じ
て
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ボ
ン
基
本
法
下
の
憲
法
抗
告

制
度
成
立
史
を
辿
っ
た
研
究
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
お
け
る
憲
法
抗
告
制
度
が
起
草
者
(
連
邦
政
府
)
に
よ
っ
て

(
日
)

参
考
に
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
憲
法
抗
告
制
度
が
ド
イ
ツ
の
憲
法
伝
統
に
と
っ
て
決
し
て
疎
遠
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
現
行
制
度
と
そ
の
運
用
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
制
定
法
の
規
定
に
依
拠
し
つ
つ
、
初
期
の
リ
l
デ
イ
ン
グ
・

(

日

)

(

辺

)

ケ
ー
ス
の
紹
介
や
若
干
の
判
例
法
理
の
摘
記
を
交
え
て
、
憲
法
抗
告
の
訴
訟
要
件
(
手
続
要
件
)
を
通
観
す
る
も
の
が
公
表
さ
れ
て
き
た
し
、

(
円
以
)

ま
た
、
憲
法
抗
告
の
手
続
要
件
全
般
に
亘
っ
て
連
邦
憲
法
裁
の
示
し
て
き
た
判
例
上
の
基
準
を
簡
潔
か
つ
網
羅
的
に
概
観
す
る
成
果
も
上
げ

ら
れ
て
き
た
。
立
法
府
の
不
作
為
に
よ
る
基
本
権
侵
害
を
憲
法
抗
告
で
争
う
こ
と
が
判
例
上
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
そ
の
種

(
M
H
)
 

の
憲
法
抗
告
を
め
ぐ
る
判
例
・
学
説
を
特
に
取
り
出
し
詳
し
く
紹
介
し
た
論
稿
も
、
す
で
に
い
く
つ
か
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
ら
一
連
の
研
究
に
あ
っ
て
し
ば
し
ば
論
及
さ
れ
て
い
る
の
が
、
「
個
人
の
訴
に
よ
る
憲
法
問
題
に
関
す
る
訴
訟
で
あ
る
点
で
ア
メ
リ

カ
の
司
法
審
査
制
と
類
似
点
を
も
っ
」
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
独
立
し
た
憲
法
訴
訟
の
手
続
を
成
す
も
の
で
あ
る
点
で
は
「
ア
メ
リ
カ
の

(
日
)

そ
れ
と
対
照
的
で
あ
る
」
と
も
評
さ
れ
る
、
憲
法
抗
告
制
度
の
「
本
質
」
・
「
目
的
」
・
「
性
格
」
|
|
そ
れ
を
「
主
観
的
」
訴
訟
と
言
い
切

っ
て
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
ー
ー
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
論
者
の
な
か
に
は
、
憲
法
抗
告
で
は
原
告
(
抗
告
人
)
の
権
利
侵
害
主
張
が

要
件
と
さ
れ
る
こ
と
・
連
邦
憲
法
裁
の
管
轄
す
る
多
種
多
様
な
訴
訟
を
十
把
一
絡
げ
に
「
客
観
的
」
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
考
慮
か

(
出
)

ら
、
憲
法
抗
告
制
度
の
「
主
観
性
」
を
強
調
す
る
向
き
も
あ
っ
た
。
反
面
、
憲
法
抗
告
制
度
は
「
主
観
的
」
に
し
て
か
つ
「
客
観
的
」
で
あ

る
と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
一
般
的
理
解
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
「
主
観
性
」
・
「
客
観
性
」
の
い
ず
れ
に

(
げ
)

相
対
的
比
重
が
置
か
れ
る
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
彼
地
の
議
論
状
況
も
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
わ

が
国
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
も
概
し
て
こ
の
制
度
の
寸
主
観
性
」
・
「
客
観
性
」
を
共
に
指
摘
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
際
、
憲
法
抗
告
に

の
契
機
と
し
て
は
、

ω審
査
基
準
が
基
本
権
規
定
の
み
に
限
ら
れ
ず
、
争
わ
れ
て
い
る
措
置
の
憲
法
適
合
性
は
他
の
憲

~~ì去45(4 ・ 5)533

と
は
、

お
け
る
「
客
観
性
」



説

(
四
)

法
規
定
す
べ
て
と
の
関
係
で
問
わ
れ
う
る
こ
と
、

ωそ
れ
は
ま
た
、
法
令
審
査
が
憲
法
抗
告
手
続
に
お
い
て
も
「
決
し
て
そ
の
事
件
の
解
決

(

問

)

(

初

)

の
み
に
限
定
さ
れ
な
い
」
仕
方
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
、
叫
客
観
的
な
憲
法
秩
序
の
保
障
に
も
資
す
る
こ
と
、

ω審
査
対

(
幻
)

象
が
原
告
(
抗
告
人
)
に
よ
り
直
接
攻
撃
さ
れ
て
い
る
措
置
の
み
に
必
ず
し
も
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
、
付
判
決
が
一
般
的
効
力
(
法
律
的
効

(

n

)

(

お
)

力
)
を
有
す
る
こ
と
、
例
受
理
手
続
(
予
備
審
査
制
度
)
の
存
在
、
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
対
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
管
轄
す
る
個
々
の
訴
訟
形
態
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
訟
要
件
の
判
例
に
お
け
る
運
用
・
そ

れ
を
め
ぐ
る
学
界
の
論
議
状
況
に
関
し
、
そ
の
展
開
過
程
を
具
体
的
に
示
す
試
み
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
手
薄
で
あ
っ
た
、
と
い
う
印
象
は

(

M

)

(

お
)

否
め
な
い
。
具
体
的
法
規
審
査
に
関
し
て
は
す
で
に
相
当
な
研
究
成
果
が
上
が
っ
て
い
る
が
、
憲
法
抗
告
の
手
続
要
件
に
つ
い
て
は
、
予
備

(
お
)

審
査
・
受
理
手
続
に
関
し
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
各
研
究
業
績
の
ま
と
め
ら
れ
た
時
点
ま
で
に
連
邦
憲
法
裁
の
示
し
て
き
た
カ
ズ

イ
ス
テ
イ
ク
の
全
般
的
概
観
と
い
う
、
以
後
の
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
手
掛
か
り
が
与
え
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
な
お
探
究
が
深
め
ら
れ
て
き

た
と
は
い
い
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
た
と
え
ば
、
憲
法
抗
告
に
お
け
る
原
告
適
格
・
訴
え
の
利
益
の
ご
と
き
訴
訟
要
件
と
の
関
連
に

そ
の
「
客
観
性
」
が
そ
も
そ
も
或
い
は
い
か
な
る
形
で
表
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
も
、
決
し
て
解
明
さ
れ
て
き
て
は
い
な

論

お
い
て
、

い
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
憲
法
抗
告
に
関
し
て
は
、
憲
法
裁
判
所
の
管
轄
す
る
手
続
の
な
か
で
そ
の
占
め
る
位
置
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
裁
判
に
よ
る

基
本
権
救
済
ル

I
ト
全
般
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
も
問
題
と
な
り
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
一
般
の
司
法
救
済
シ
ス
テ
ム
と
憲
法
抗
告
制
度

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
十
分
な
論
及
は
見
出
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

刷
本
稿
は
、
憲
法
抗
告
に
お
け
る
訴
訟
要
件
の
う
ち
、
法
令
の
規
定
自
体
を
直
接
争
う
場
合
の
要
件
と
し
て
の
「
影
響
を
蒙
る
事
情
」
・

「
補
充
性
」
原
則
、
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
「
抗
争
前
提
消
滅
の
ケ
l
ス
」
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
(
「
権
利
保
護
の
利
益
」
あ
る
い
は
「
権
利
保

北法45(4・6)534



憲法抗告における適法要件の構造(1 ) 

そ
れ
ぞ
れ
の
判
例
に
お
け
る
扱
い
・
そ
れ
を
め
ぐ
る
学
界
の
論
議
状
況
に
つ
き
、
そ
の
展
開
過
程
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

以
上
の
点
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
補
う
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
い
る
。

憲
法
抗
告
で
は
、

ω原
告
(
抗
告
人
)
は
自
ら
の
基
本
権
に
対
す
る
侵
害
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九
O
条
一
項
)
、

ま
た

ω原
則
と
し
て
、
一
般
の
司
法
救
済
を
経
た
の
ち
に
憲
法
抗
告
を
提
起
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
同
二
項
)
。
そ
こ
か
ら
、

ω抗

告
人
は
、
そ
の
争
う
公
権
力
の
措
置
に
よ
っ
て
「
自
ら
・
現
に
・
直
接
に
影
響
を
蒙
る
事
情
」
を
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

点
が
訴
訟
要
件
に
属
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
に
お
い
て
合
意
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
法
令
の

規
定
が
そ
の
個
別
的
・
具
体
的
な
適
用
行
為
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
個
々
人
が
当
該
規
定
に
よ
り
「
直
接

に
影
響
を
蒙
る
事
情
」
を
具
備
し
て
い
る
と
い
え
る
の
は
い
か
な
る
場
合
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
持
ち
上
が
る
。
同
時
に
、

ω判
例
お

よ
び
学
説
は
、
連
邦
憲
法
裁
法
九

O
条
二
項
か
ら
、

H

一
般
の
裁
判
所
に
よ
る
司
法
救
済
に
対
し
て
、
憲
法
抗
告
に
よ
る
基
本
権
救
済
は
「
特

例
的
」
で
「
補
充
的
」
な
も
の
に
止
ま
る
以
上
、
で
き
る
か
ぎ
り
一
般
の
司
法
救
済
を
ま
ず
も
っ
て
求
め
よ
u

と
い
う
原
則
H

憲
法
抗
告
の

「
補
充
性

(
ω
5
2
a
g白
円

E
C」
の
原
則
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
は
、
一
般
の
裁
判
所
|
|
各
法
分
野
ご
と
に
専
門

の
事
件
管
轄
を
別
に
す
る
裁
判
所
系
列
に
分
か
れ
て
い
る
た
め
「
専
門
別
裁
判
所

Q
R
Z
E与
芯
)
」
と
呼
ば
れ
る
|
|
に
お
い
て
個
々

の
法
令
適
用
行
為
の
合
法
性
が
争
わ
れ
る
際
に
、
当
該
行
為
の
根
拠
法
規
が
違
憲
無
効
に
当
た
ら
な
い
か
と
い
う
前
提
問
題
が
裁
判
の
結
論

を
左
右
す
る
意
義
を
も
っ
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
専
門
別
裁
判
所
か
ら
憲
法
裁
判
所
へ
の
争
点
提
起

2
2
z
m巾
)
を
行
う
べ
き
も
の
と

さ
れ
、
こ
れ
を
通
じ
て
憲
法
裁
に
よ
る
当
該
法
規
の
憲
法
適
合
性
審
査

(
H
具
体
的
法
規
審
査
)
が
果
た
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
基

本
法
一

O
O条
一
項
)
。
す
る
と
、
個
々
の
適
用
行
為
を
争
う
こ
と
を
通
じ
て
も
法
令
の
違
憲
審
査
が
得
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た

め
、
法
令
自
体
を
直
接
に
争
う
憲
法
抗
告
は
「
補
充
性
」
原
則
に
て
ら
し
て
却
下
さ
れ
る
べ
き
「
不
適
法

Z
E
E
-宮
田
高
)
」
な
も
の
に
当
た

る
よ
う
に
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の
諸
規
定
は
、
憲
法
抗
告
で
法
律
を
直
接
争
い
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
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護
の
必
要
性
」
)

九



説

三
条
二
項
・
九
四
条
四
項
・
九
五
条
三
項
)
。
こ
れ
ら
の
規
定
と
「
補
充
性
」
原
則
と
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
、
法
令
の
規
定
自
体
が
個
々
人
の
おphυ 

権
利
領
域
に
及
ぼ
す
影
響
の
「
直
接
性
」
と
い
う
論
点
と
も
絡
み
合
い
な
が
ら
、
法
令
を
直
接
争
う
憲
法
抗
告
|
|
い
わ
ゆ
る
「
法
規
攻
叫

撃
型
憲
法
抗
告
(
空

F
E
E
S
5
2
Z与
2
Z
E
P
-
-の
適
法
要
件
如
何
と
い
う
問
題
は
、
複
雑
な
様
相
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
。
加

他
方
、
本
稿
に
お
け
る
い
ま
ひ
と
つ
の
着
眼
対
象
と
な
る
「
権
利
保
護
の
利
益
(
河
巾
円
V
Z汚

E
E三
2
2認
)
」
(
な
い
し
「
権
利
保
護
の
北

必
要
性
(
初
公
宮
田
喜
三
与
昆
守

E
印
)
」
)
と
は
、
こ
の
語
自
体
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
権
利
保
護
」
を
制
度
趣
旨
に
含
む
訴
訟
制
度
(
い

わ
ゆ
る
「
主
観
性
」
を
具
え
た
そ
れ
)
を
も
っ
て
、
そ
の
適
用
場
面
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
訴
訟
法
上
)
般
に
訴
訟

要
件
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
訴
え
の
利
益
と
い
う
も
の
が
一
般
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
寸
権
利
保
護
の
利
益
」
な
る
訴

訟
要
件
が
、
憲
法
抗
告
に
関
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
は
、
こ
の
訴

訟
要
件
が
憲
法
抗
告
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
、
と
の
見
解
を
採
っ
て
き
た
。
憲
法
抗
告
に
つ
い
て
は
連
邦
憲
法
裁
法
に
種
々
の
訴
訟
要
件
規

定
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
明
示
の
要
件
に
加
え
て
、
当
該
救
済
制
度
の
性
格
上
想
定
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
、
制
度
利
用
を
正

当
化
し
う
る
だ
け
の
一
定
の
法
的
利
益
|
|
そ
れ
が
「
権
利
保
護
の
利
益
」
と
い
う
観
念
で
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
要
件
は

憲
法
抗
告
の
「
性
格
」
・
「
目
的
」
と
密
接
に
絡
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
一
般
的
議
論
に
徴
す
る
と
、
「
権
利
保
護
の
利
益
(
必
要
性
)
」
が
問
題
と
さ
れ
る
主
要
な
場
面
に
は
大
別
し
て
二

つ
あ
る
。
一
つ
は
、
「
補
充
性
」
原
則
と
の
関
連
で
こ
の
要
件
が
論
ぜ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
要
す
る
に
、
他
の
裁
判
的
救
済
手

続
の
存
在
・
司
法
救
済
経
由
の
余
地
に
も
か
か
わ
ら
ず
憲
法
抗
告
に
よ
る
法
的
救
済
手
続
の
利
用
を
認
め
る
だ
け
の
必
要
が
あ
る
か
、
と
い

う
論
点
が
、
憲
法
抗
告
を
通
じ
た
権
利
保
護
の
必
要
性
如
何
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
の
裁
判
手
続
と
の
競
合
問
題
が
そ

こ
で
の
主
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
権
利
保
護
の
利
益
」
要
件
の
い
ま
ひ
と
つ
の
重
要
な
適
用
場
面
を
成
す
の
は
、
い
わ
ゆ
る
寸
抗
争
前
提

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
争
わ
れ
て
い
る
公
権
力
の
措
置
が
改
廃
・
取
消
・
執
行
を
み
た
り
前
提
を
失

言命

消
滅
の
ケ
l
ス

(
肘
ユ
巾
任
官
ロ
岡
田
町
色
)
」



う
に
至
り
、
も
は
や
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
抗
告
認
容
の
実
体
裁
判
(
基
本
権
違
反
の
確
認
プ
ラ
ス
法
令
の
無
効
宣
言
、
裁
判
等
の
取
消
)
に

よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
措
置
に
起
因
す
る
基
本
権
侵
害
を
排
除
す
る
余
地
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
ケ
l
ス
を
指
す
。
か

よ
う
な
場
合
に
も
原
告
(
抗
告
人
)
は
な
お
実
体
裁
判
を
求
め
う
る
か
、
と
い
う
点
が
「
権
利
保
護
の
利
益
」
の
存
続
知
何
と
い
う
構
成
で

問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

憲法抗告における適法要件の構造(1)

同
憲
法
抗
告
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
申
立
て
の
な
か
で
も
圧
倒
的
な
件
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦

(
幻
)

共
和
国
に
お
け
る
こ
の
制
度
の
重
要
性
は
、
す
で
に
わ
が
国
の
論
者
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
際
、
件
数
の
面

か
ら
い
え
ば
最
も
多
い
の
は
、
圧
倒
的
に
(
専
門
別
裁
判
所
の
審
級
に
お
け
る
)
終
審
の
裁
判
を
争
う
憲
法
抗
告
で
あ
る
(
審
理
手
続
の
違

法
を
理
由
と
す
る
再
上
告
的
性
格
の
申
立
て
が
多
い
)
。
し
か
し
、
法
令
を
直
接
争
う
憲
法
抗
告
も
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
件

数
は
決
し
て
少
な
い
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
法
規
攻
撃
型
憲
法
抗
告
が
(
憲
法
裁
|
立
法
府
の
間
あ
る
い
は
憲
法
裁

l
専
門
別
裁
の
聞
の
)

(
お
)

権
能
配
分
と
の
関
係
で
も
大
い
な
る
重
要
性
を
有
す
る
こ
と
は
、
彼
地
の
論
者
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
法
令
を
直
接
争
う

憲
法
抗
告
の
適
法
要
件
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
彼
地
に
あ
っ
て
も
精
力
的
な
論
議
の
的
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
「
抗
争
前
提
消
滅
の
ケ
l
ス
」
に
お
け
る
「
権
利
保
護
の
利
益
」
存
続
要
件
の
判
例
上
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
実
は
、
彼

地
の
学
説
レ
ヴ
ェ
ル
で
詰
め
た
議
論
が
活
発
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
稿
が
こ
れ
に
注
目
す
る
の

は
、
既
述
の
と
お
り
憲
法
抗
告
の
「
性
格
」
・
「
目
的
」
と
密
接
な
関
係
に
立
つ

消
滅
の
ケ
l
ス
に
お
い
て
も
憲
法
解
釈
上
の
争
点
を
解
明
す
べ
き
必
要
性
と
い
う
観
点
か
ら

「
権
利
保
護
の
利
益
」
要
件
を
め
ぐ
る
判
例
が
、

抗
争
前
提

「
権
利
保
護
の
利
益
」
存
続
を
し
ば
し
ば
肯
定
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「
客
観
化
」
を
も
た
ら
し
て
お
り
、

こ
の
要
件
の

憲
法
抗
告
制
度
の
実
際
の
運
用
に
お
け
る
姿
を
理
解
す
る
う
え
で
逸
し
が

す
る
と
い
う
、

た
い
特
徴
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
詳
細
は
今
後
の
叙
述
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
が
、
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
も
、
こ
の
要
件
と
の
関
連



説

に
お
い
て
こ
そ
、
憲
法
抗
告
の
「
性
格
」
・
「
目
的
」
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
う
し
た
判
例
・
学
説
の
論
議
状
況
を
探
る
こ
と
に
は
、
単
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
制
度
と
そ
の
展
開
に
対
す
る
理
解
の
深
化

と
い
う
こ
と
を
超
え
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
法
政
策
論
・
憲
法
論
に
と
っ
て
も
一
定
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
意
義
が
み
と
め
ら
れ

(
却
)

ょ
う
。
彼
地
の
論
議
は
、
法
令
の
規
定
自
体
の
合
憲
性
が
第
一
次
的
主
要
問
題
と
し
て
審
査
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
利
害
得
失
と
い
う
論
点
に

関
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
、
裁
判
手
続
の
長
期
化
(
そ
れ
に
伴
う
事
後
の
事
情
変
動
)
へ
の
違
憲
審
査
制
の
側
か
ら
の
あ
り
う
べ
き
一
つ
の
対

子'b.
白岡

応
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

同
以
上
の
見
地
に
立
っ
て
、
本
稿
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
採
る
。

憲
法
抗
告
に
お
け
る
訴
訟
要
件
(
手
続
要
件
)
の
概
要
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
業
績
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
「
権
利
保
護
の
利
益
」
要
件
と
の
関
連
で
説
か
れ
る
憲
法
抗
告
の
「
目
的
」
論
が
そ
れ
ら
手
続
要
件
全
般
の
整
合
的
正
当
化

論
た
る
性
格
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
本
稿
で
も
ま
ず
、
手
続
要
件
の
概
観
を
与
え
て
お
く
(
第
一
章
)
。

そ
の
う
え
で
第
二
章
で
は
、
本
稿
の
対
象
の
一
方
で
あ
る
、
法
令
を
争
う
憲
法
抗
告
の
要
件
を
論
ず
る
。
ま
ず
「
影
響
を
蒙
る
事
情
」
・
「
補

充
性
」
の
要
件
が
判
例
上
展
開
し
て
き
た
過
程
を
確
認
し
(
第
二
章
I
・
E
)
、
次
い
で
、
「
直
接
影
響
を
蒙
る
事
情
」
の
要
件
・
「
補
充
性
」

原
則
の
問
題
に
的
を
絞
っ
て
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
学
説
上
の
議
論
を
概
観
す
る
(
第
二
章
E
)
。

続
い
て
第
三
章
で
は
、
「
抗
争
前
提
消
滅
の
ケ
l
ス
」
に
お
け
る
「
権
利
保
護
の
利
益
」
(
の
存
続
)
要
件
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、

そ
の
判
例
に
お
け
る
展
開
、
と
り
わ
け
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
|
|
既
述
の
ご
と
く
こ
の
要
件
が
本
来
い
わ
ゆ
る
「
主
観
的
」
訴
訟
に
こ

そ
適
用
の
舞
台
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
|
|
憲
法
抗
告
の
「
客
観
性
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
「
権
利
保
護
の
利
益
」

の
一
定
の
「
客
観
化
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
垣
間
見
る
(
第
三
章
I
)
。
そ
の
あ
と
、
「
抗
争
前
提
消
滅
の
ケ
l
ス
」
に
お
け
る
「
権
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利
保
護
の
利
益
」
が
判
例
上
「
客
観
化
」
を
見
せ
て
い
る
点
に
関
し
て
、
こ
の
論
点
と
の
関
連
で
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
参
照
を
指
示
さ
れ
て

い
る
、

M
・
フ
ル
ェ

l
リ
ン
ガ

l

(
宮
司

EF--ロ
悶
巾
「
)
の
判
例
正
当
化
論
の
紹
介
を
中
心
と
し
て
、
「
権
利
保
護
の
利
益
」
要
件
を
め
ぐ
る

判
例
に
対
す
る
学
界
の
反
応
を
確
認
す
る

以
上
の
作
業
を
通
じ
て
憲
法
抗
告
制
度
そ
の
も
の
の
複
合
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

(
第
三
章

H
)
。

〈
注
一
序
〉

憲法抗告における適法要件の構造(1)

(
1
)
〉〈巾「同即日回口口問的
σ
巾
印
円
『
者
巾
丘
町
〈
に
い
か
な
る
訳
語
を
充
て
る
か
は
一
個
の
問
題
で
あ
る
。

①
「
憲
法
訴
願
L

の
訳
語
を
用
い
る
も
の
が
か
つ
て
は
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
②
「
憲
法
異
議
」
と
訳
出
す
る
例
が
最
近
で
は
多
く
な
っ
て

き
て
お
り
、
ま
た
③
「
憲
法
抗
告
」
と
い
う
訳
語
も
一
部
で
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
①
・
③
の
訳
語
の
難
点
と
し
て
は
、
「
訴
訟
法
上

の
抗
告
と
は
異
な
り
上
訴
の
一
種
で
は
な
く
、
ま
た
行
政
法
上
の
訴
願
な
い
し
抗
告
訴
訟
と
は
異
な
り
行
政
庁
の
公
権
力
の
行
使
に
対
す
る
不

服
申
立
て
に
限
ら
れ
な
い
」
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
る
(
村
上
淳
一
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
法
理
論
」
『
社
会
変
動
の
な
か
の
法
』
[
岩
波
講
座
社
会

科
学
の
方
法
羽
一
岩
波
書
庖
・
一
九
九
三
一
年
]
二
六
一
頁
以
下
[
二
六
二
頁
]
)
。

こ
れ
に
対
し
「
異
議
」
の
語
は
、
行
政
法
上
の
そ
の
用
法
(
行
政
法
上
は
「
異
議
申
立
て
」
・
「
異
議
の
申
出
」
の
い
ず
れ
も
処
分
庁
に
対
す

る
不
服
申
立
て
で
あ
る
)
を
連
想
さ
せ
る
も
の
の
、
行
政
法
の
分
野
以
外
で
も
実
に
多
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
法
律
用
語
で
あ
り
(
参
照
、

竹
内
H
松
尾
H
塩
野
[
編
集
代
表
]
『
新
法
律
学
辞
典
(
第
三
版
)
』
[
有
斐
閣
・
一
九
八
九
年
]
一
ム
ハ
l
七
頁
て
そ
の
故
に
却
っ
て
、
「
憲
法
異

議
」
の
訳
語
を
採
用
す
る
こ
と
が
相
対
的
に
は
最
も
無
難
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
が
「
憲
法
抗
告
」
の
訳
語
を
敢
え
て
用
い
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
〉
〈

q
p
g
E明日宮山内
}
Z
q
r〈
が
、

ω公
権

力
の
行
使
に
関
す
る
不
服
の
救
済
手
続
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
点
で
は
や
は
り
わ
が
国
の
抗
告
訴
訟
に
比
定
し
う
る
こ
と
、

ωの
ち
に

も
触
れ
る
司
法
救
済
経
由
の
原
則
に
よ
り
、
多
く
の
場
合
、
わ
が
国
の
特
別
上
訴
|
|
「
通
常
の
不
服
申
立
方
法
の
な
い
、
又
は
そ
れ
が
尽
き

た
裁
判
に
対
し
て
、
憲
法
違
反
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
す
る
最
高
裁
判
所
に
対
す
る
不
服
の
申
立
て
」
(
同
前
一

O
七
四
頁
)
|
|
に
類
似
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説論

す
る
機
能
を
実
際
上
営
ん
で
い
る
こ
と
(
ち
な
み
に
、
民
訴
法
四
一
九
条
ノ
二
の
特
別
抗
告
は
「
違
憲
抗
告
」
と
も
称
さ
れ
[
同
前
一

O
七
二
一
貝
]
、

特
別
上
訴
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
が
[
同
前
一

O
七
四
頁
]
、
こ
れ
は
原
裁
判
の
「
確
定
後
の
不
服
申
立
て
で
本
来
の
上
訴
で
は
な
い
」
[
同
前

回
O
九
頁
]
)
、
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
と
同
様
に
「
憲
法
抗
告
」
の
訳
語
を
用
い
て
い
る
例
と
し
て
、
小
早
川
光
郎
『
行
政
訴
訟

の
構
造
分
析
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
三
年
)
一
五
二
頁
、
大
橋
洋
一
「
法
律
の
留
保
学
説
の
現
代
的
課
題
」
国
家
学
会
雑
誌
九
八
巻
一
で

四
号
(
一
九
八
五
年
)
五
三
頁
以
下
(
六
四
頁
)
、
宇
都
宮
純
一
「
合
憲
性
審
査
権
の
法
理
の
歴
史
的
展
開
」
『
憲
法
と
行
政
法
』
(
小
嶋
和
司
博

士
東
北
大
学
退
職
記
念
一
良
書
普
及
会
・
一
九
八
七
年
)
五
五
頁
以
下
(
六
二
頁
)
、
大
西
有
二
「
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
四
」
北
大
法
学
論

集
四
一
巻
四
号
(
一
九
九
一
年
)
六
一
頁
以
下
(
九
六
頁
)
。

(
2
)
覚
道
豊
治
「
立
法
の
裁
判
的
統
制
|
|
憲
法
裁
判
制
の
理
念
と
機
能
」
『
現
代
の
立
法
』
(
岩
波
講
座
現
代
法
3

一
岩
波
書
店
・
一
九
六
五
年
)

三
三
五
頁
以
下
(
三
三
五
|
四
三
頁
一
連
邦
共
和
国
の
制
度
の
前
史
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ス
イ
ス
の
制
度
に
も
言
及
し
て
い
る
)
、
清
水
望
『
西

ド
イ
ツ
の
政
治
機
構
』
(
成
文
堂
・
一
九
六
九
年
)
四
四
九
頁
以
下
、
高
見
勝
利
「
西
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
」
芦
部
信
喜
(
編
)
『
講
座
憲
法
訴
訟

第

1
巻
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八
七
年
)
九
七
頁
以
下
。
ま
た
、
山
田
歳
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
十
七
年
」
『
裁
判
法
の
諸
問
題
(
上
)
』

(
兼
子
博
士
還
暦
記
念
一
有
斐
閣
・
一
九
六
九
年
)
五
七
頁
以
下
〔
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
一
九
六
八
年
ま
で
の
活
動
実
績
を
統
計
的
に
明
ら
か

に
し
て
い
る
〕
。

(
3
)
林
屋
礼
一
一
「
憲
法
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
の
拘
束
力
と
民
事
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
の
拘
束
力
」
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
2
(
一
九
六
五
年
)

二
七
頁
以
下
、
山
内
敏
弘
「
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
法
令
審
査
の
判
決
の
効
力
川
・
凶
」
一
橋
論
叢
五
三
一
巻
三
号
(
一
九
六
五
年
)

九
一
頁
以
下
・
五
回
巻
二
号
(
一
九
六
五
年
)
一

O
五
頁
以
下
、
野
中
俊
彦
寸
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
違
憲
判
決
の
方
法
」
『
公
法
の
理
論
(
上
)
』

(
田
中
二
郎
先
生
古
稀
記
念
一
有
斐
閣
・
一
九
七
六
年
)
一

O
五
頁
以
下
、
阿
部
照
哉
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
違
憲
確
認
判
決
の
効
力
L

『
公
法

と
経
済
法
の
諸
問
題
(
上
)
』
(
今
村
成
和
教
授
退
官
記
念
一
有
斐
閣
・
一
九
八
一
年
)
一
九
七
頁
以
下
、
永
田
秀
樹
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法

律
の
憲
法
判
断
の
方
法
」
大
分
大
学
経
済
論
集
三
三
巻
三
号
(
一
九
八
一
年
)
八
六
頁
以
下
、
憲
法
裁
判
研
究
会
「
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判

所
に
お
け
る
具
体
的
規
範
統
制
と
新
し
い
判
決
形
式
」
比
較
法
雑
誌
一
六
巻
四
号
(
日
本
比
較
法
研
究
所
[
中
央
大
学
]
・
一
九
八
三
年
)
七
一

頁
以
下
〔
有
津
知
子
執
筆
〕
、
宮
地
基
「
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
規
範
統
制
判
決
の
展
開
と
機
能
」
神
戸
法
学
雑
誌
三
九
巻
四
号
(
一
九

九
O
年
)
九
三
九
頁
以
下
。

(
4
)
樋
口
陽
一
「
違
憲
審
査
制
の
近
代
型
と
現
代
型
」
(
一
九
六
七
年
初
出
)
同
守
司
法
の
積
極
性
と
消
極
性
』
(
勤
草
書
房
・
一
九
七
八
年
)
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憲法抗告における適法要件の構造(1)

頁
以
下
(
四
頁
)
。

(
5
)
同
前
一
一
頁
。
但
し
参
照
、
同
書
二
四
l
五
頁
。

(
6
)

マ
ウ
ロ
・
カ
ペ
レ
ッ
テ
イ
(
谷
口
H
佐
藤
訳
)
『
現
代
憲
法
裁
判
論
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
八
年
)
一
二
六
頁
以
下
。

(
7
)
林
田
和
博
『
憲
法
保
障
制
度
論
』
(
九
州
大
学
出
版
会
・
一
九
八
五
年
)
、
池
田
政
章
「
ド
イ
ツ
型
憲
法
裁
判
の
系
譜
と
特
質
付
!
日
」
国
家

学
会
雑
誌
七
三
巻
六
号
(
一
九
六
O
年
)
五
一
頁
以
下
・
七
三
一
巻
八
号
(
一
九
六
O
年
)
三
八
頁
以
下
・
七
四
巻
一

H
二
号
(
一
九
六
O
年
)

一
頁
以
下
、
畑
尻
剛
『
憲
法
裁
判
研
究
序
説
』
(
尚
学
社
・
一
九
九

O
年
)
、
宇
都
宮
・
前
出
注

(
1
)
。

(
8
)
畑
尻
・
前
出
注
(
7
)
一
五
七
頁
、
一
七
四
!
五
頁
。
も
っ
と
も
こ
れ
が
、
法
令
の
適
用
拒
否
・
法
令
の
違
憲
性
宣
告
と
い
っ
た
権
限
を
含

ま
な
い
、
弱
い
意
味
で
の
審
査
権
に
限
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
旨
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
永
田
秀
樹
「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
憲
法
裁
判

と
人
権
保
障
」
佐
藤
H

初
宿
(
編
)
『
人
権
の
現
代
的
諸
棺
』
(
有
斐
閣
・
一
九
九
O
年
)
二
五
二
頁
以
下
(
二
五
六
l
七
頁
、
二
六
三
|
四
頁
注

(

5

)

)

。

(
9
)
池
田
・
前
出
注

(
7
)
論
文
(
三
)
六
l
七
頁
、
初
宿
正
典
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
に
お
け
る
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
管
轄
権
」
社
会
科
学
論

集
二
二
号
(
愛
知
教
育
大
学
社
会
科
学
会
・
一
九
八
二
年
)
一
一
一
一
一
頁
以
下
。

(
日
)
清
水
・
前
出
注
(
2
)
四
九
九
|
五

O
O頁
、
恒
川
隆
生
「
憲
法
裁
判
に
お
け
る
基
本
権
保
障
理
論
の
考
察
ハ
ロ
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
九

六
号
(
一
九
八
三
年
)
三
七
一
頁
以
下
(
四
一
一
一
頁
)
〔
こ
の
論
文
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
憲
法
抗
告
制
度
そ
の
も
の
の
成
立
史
に
関
す
る

こ
れ
ま
で
で
最
も
詳
細
な
研
究
で
あ
る
〕
。
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
成
立
過
程
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
参
照
、
清
水
・
前
出
注
(
2
)

四
二
六
|
三
六
頁
、
永
田
秀
樹
「
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
成
立
過
程
の
研
究
」
法
学
論
叢
一

O
四
巻
二
号
(
一
九
七
八
年
)
五
七
頁
以
下
、

大
越
康
夫
「
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
成
立
過
程
の
一
考
察
」
社
会
科
学
討
究
二
九
巻
三
号
(
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
・
一
九
八
四
年
)

三
七
頁
以
下
。

(
日
)
覚
道
豊
治
「
憲
法
訴
訟
の
当
事
者
適
格
」
『
世
界
各
国
の
憲
法
制
度
』
(
大
石
義
雄
先
生
還
暦
記
念
一
有
信
堂
・
一
九
六
六
年
)
三
五
五
頁
以

下
(
三
五
八
|
七
O
頁
)
、
同
・
前
出
注
(
2
)
コ
一
五
四
七
頁
。

(
ロ
)
清
水
・
前
出
注
(
2
)
五
O
五
頁
以
下
。

(
日
)
阿
部
照
哉
「
憲
法
訴
願
制
度
の
一
考
察
」
法
学
論
叢
一

O
六
巻
三
号
(
一
九
七
九
年
)
一
頁
以
下
。

(
日
比
)
山
内
敏
弘
「
立
法
者
の
不
作
為
に
対
す
る
憲
法
訴
願
」
一
橋
研
究
一
一
一
一
号
(
一
九
六
六
年
)
一
頁
以
下
、
長
尾
一
紘
「
立
法
府
の
不
作
為
に

北法45(4・13)541 



説自省

対
す
る
憲
法
訴
願
」
法
学
新
報
七
九
巻
一
号
(
一
九
七
二
年
)
一
一
一
頁
以
下
、
笹
田
栄
司
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法
不
作
為
理
論
の
展
開
」

九
大
法
学
四
五
号
(
一
九
八
二
年
)
一
頁
以
下
。
ま
た
、
戸
波
江
二
「
立
法
の
不
作
為
と
憲
法
訴
訟
」
「
曲
者

P
E
G
-
二
五
号
(
一
九
八
O
年
)

四
O
頁
以
下
も
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
判
例
理
論
に
触
れ
て
い
る
。

(
日
)
覚
道
・
前
出
注
(
2
)
三
五
二
|
三
頁
。

(
日
)
川
添
利
幸
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
憲
法
訴
願
〈
q
p
g
E
m印
宮
路

U
Z
E巾
の
本
質
」
公
法
研
究
二
四
号
(
一
九
六
二
年
)
一
五
O
頁
以
下
(
一

五
四
頁
)
。

(
口
)
恒
川
・
前
出
注
(
日
)
三
七
七
九
頁
。

(
四
)
高
見
・
前
出
注

(
2
)

一
二
八
頁
。

(
日
)
野
中
俊
彦
「
憲
法
裁
判
L

公
法
研
究
三
八
号
(
一
九
七
六
年
)
一
四
九
頁
以
下
(
一
五
二
頁
)

0

(
却
)
高
見
・
前
出
注
(
2
)
一
二
五
頁
・
一
二
八
頁
、
清
水
・
前
出
注
(
2
)
五

O
六
頁
。

(
幻
)
高
見
・
前
出
注

(
2
)

一
二
八
頁
。

(
詑
)
阿
部
・
前
出
注
(
日
)
四
頁
、
野
中
・
前
出
注
(
凹
)
一
五
二
頁
。

(
お
)
阿
部
・
前
出
注
(
臼
)
四
頁
。

(
出
)
高
見
・
前
出
注

(
2
)
九
八
頁
は
、
「
西
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
に
関
す
る
わ
が
国
の
研
究
は
:
:
:
こ
れ
ま
で
相
当
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
」
と

し
つ
つ
、
「
た
だ
、
そ
の
成
果
は
、
主
と
し
て
、
憲
法
裁
判
権
の
歴
史
・
憲
法
裁
判
制
度
も
し
く
は
憲
法
判
例
の
研
究
と
い
っ
た
分
野
に
関
す
る

も
の
で
あ
り
、
憲
法
裁
判
手
続
に
照
準
を
合
わ
せ
た
研
究
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
」
(
傍
点
は
原
文
)
、
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
現
在
で
も
基
本
的
に
妥
当
す
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
連
邦
憲
法
裁
法
に
お
け
る
裁
判
手
続
を
|
|
種
々
の
訴
訟
形

態
を
横
断
す
る
形
で
|
|
解
説
す
る
貴
重
な
文
献
と
し
て
、
高
見
に
よ
っ
て
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
永
田
秀
樹
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
憲

法
訴
訟
の
手
続
原
則
」
大
分
大
学
経
済
論
集
三
四
巻
三
号
(
一
九
八
二
年
)
一
二
五
頁
以
下
で
あ
る
。
な
お
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る

仮
命
令
の
手
続
に
関
し
て
、
野
中
俊
彦
寸
憲
法
裁
判
に
お
け
る
仮
処
分
」
金
沢
法
学
一
四
巻
一
号
(
一
九
六
八
年
)
一
頁
以
下
、
同
「
西
ド
イ

ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
仮
命
令
判
決
例
L

金
沢
法
学
一
四
巻
二
号
(
一
九
六
九
年
)
一
二
三
頁
以
下
、
が
あ
る
。

(
お
)
最
近
の
研
究
と
し
て
、
憲
法
裁
判
研
究
会
・
前
出
注
(
3
)
、
同
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
具
体
的
規
範
統
制
の
現
実
的
機
能
」
比
較
法
雑
誌
一

六
巻
三
号
(
日
本
比
較
法
研
究
所
[
中
央
大
学
]
・
一
九
八
三
年
)
二
五
頁
以
下
〔
工
藤
達
朗
+
嶋
崎
健
太
郎
執
筆
〕
。
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憲法抗告における適法要件の構造(1)

(
部
)
憲
法
裁
判
研
究
会
「
憲
法
異
議
手
続
に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
過
重
負
担
と
そ
の
解
消
策
」
比
較
法
雑
誌
二
三
巻
一
号
(
日
本
比
較
法

研
究
所
[
中
央
大
学
]
・
一
九
八
九
年
)
五
七
頁
以
下
。
訳
業
と
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
グ
ラ
l
フ
・
ヴ
イ
ツ
ツ
ト
ゥ
ム
(
牧
野
忠
則
訳
)

「
憲
法
異
議
の
受
理
に
際
し
て
行
な
わ
れ
る
予
備
審
査
手
続
」
北
大
法
学
論
集
三
七
巻
三
号
(
一
九
八
七
年
)
一
一
九
頁
以
下
。

(
幻
)
た
と
え
ば
、
阿
部
・
前
出
注
(
日
)
一
頁
。

(部

)
h
R
S
-
t
E
3芯
-
P
Hロ
rFZOz--a
ロ
ロ
内
田
〈
巾
『

P
F「
富
山
『
巾
円

z
z
n
z
p
o
u
-
m
B巾
ι巾
「
阿
佐
円

E
g
g
R
2
ュ2
2ロ
阿
佐
巾
回
忌
耳
内
『
己

m・
5
司
門
戸
『
回
同
¥
国
内
「
N
D問
¥

C
B
g
n
F
宙
開

E
)

・司
g
g
n
Fコ
沖
宮
司
君
口
氏
間
同
口
問

P
E
R・
E
-
N
-
F
Eロ
¥
Z
2
J
ヘミ
r
・t
弓
白

-R司
号
。
『
口
三

q
S∞吋・∞・

5
N印同町・

(ZN印
田
庄

司Z
H

)

・
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
年
間
に
提
起
さ
れ
た
憲
法
抗
告
全
体
・
そ
の
う
ち
の
法
規
攻
撃
型
憲
法
抗
告
の
件
数
お
よ
び
そ
の
聞
に
係
属
し
た
抽

象
的
法
規
審
査
・
具
体
的
法
規
審
査
の
件
数
は
、
一
九
八
六
年
で
そ
れ
ぞ
れ
二
九
三
五
件
、
九
一
件
、
二
件
、
一

O
O件
、
一
九
八
五
年
で
は

そ
れ
ぞ
れ
三

O
六
六
件
、
一
二
一
一
件
、
四
件
、
三
七
件
、
で
あ
る
。

(
却
)
ち
な
み
に
、
覚
道
・
前
出
注

(
2
)
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
憲
法
抗
告
制
度
の
ほ
か
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
お
よ
び
ス
イ
ス
の
そ
れ
に
も
触

れ
つ
つ
、
「
か
か
る
制
度
は
わ
が
国
に
つ
い
て
も
、
憲
法
人
一
条
の
解
釈
と
し
て
、
そ
れ
〔
H
憲
法
八
一
条
〕
に
も
と
づ
い
て
採
用
す
る
こ
と
を

考
慮
し
う
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
へ
と
言
う
(
三
五
三
頁
)
。
念
の
た
め
断
っ
て
お
け
ば
、
本
稿
自
身
が
あ
ら
か
じ
め
こ
う
し
た
前
提
に

立
脚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

第
一
章

憲
法
抗
告
制
度
の
概
要

こ
こ
で
は
ま
ず
、
憲
法
抗
告
制
度
の
概
要
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
は
じ
め
に
こ
の
制
度
が
憲
法
裁
判
制
度
の
な
か
で
占
め
て
い
る
位

置
、
こ
の
制
度
の
根
拠
規
定
を
確
認
し

(
l
)
、
次
に
、
憲
法
抗
告
が
そ
も
そ
も
「
適
法

(
N

己
宮
田
仲
間
)
」
と
さ
れ
う
る
た
め
の
様
々
な
要
件

H

「
適
法
要
件

(
N
E
-
2
2
寄
与
2
2
2
g
2
2口問

g)」
(
つ
ま
り
訴
訟
要
件
)
を
概
観
し
た
あ
と

(
2
)
、
続
け
て
、
受
理
手
続
制
度

(3)
、

実
体
審
理
の
範
囲
・
言
い
渡
さ
れ
る
判
決
(
裁
判
)
の
態
様

(4)
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
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説

l 

制
度
の
位
置
と
根
拠
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論

)
 

咽
目
且(

 
憲
法
裁
判
制
度
に
お
け
る
位
置
づ
け

同
本
稿
で
対
象
と
す
る
憲
法
抗
告
制
度
の
概
要
を
み
る
に
先
立
ち
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
憲
法
裁
判
制
に
お
い
て
占
め
る
位

置
を
理
解
す
る
う
え
で
、
ま
ず
も
っ
て
同
国
の
憲
法
裁
判
制
度
の
全
体
像
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
相
当
で
あ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
が
、
川
集
中
型
の
制
度

(
H
特
別
に
設
け
ら
れ
た
憲
法
裁
判
所
に
立
法
の
違
憲
性
判
定
権
を

集
中
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
)
を
基
本
枠
組
と
し
て
い
る
と
と
も
に
、

ω抽
象
的
審
査
方
式

(
H
法
令
そ
の
他
の
国
家
行
為
の
効
力
・
合
憲
性
そ

れ
自
体
を
具
体
的
な
事
件
・
紛
争
の
解
決
と
は
関
係
な
く
ー
ー
そ
の
意
味
で
抽
象
的
に
1
1
1
第
一
次
的
主
要
問
題
と
し
て
直
接
に
審
判
の

対
象
と
す
る
手
続
方
式
)
を
具
え
て
お
り
、
こ
の
種
の
審
査
手
続
の
申
立
権
を
政
治
的
機
関
に
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の

(
1
)
 

事
柄
に
属
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
は
憲
法
裁
判
権
と
対
置
さ
れ
る
一
般
の
裁
判
権
は
(
通
常
・
行
政
・
税
務
・
社

会
・
労
働
の
)
五
系
列
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が

(
2
凶
同
参
照
)
、
こ
の
う
ち
、
通
常
裁
判
権
に
つ
い
て
は
、
「
民
事
の
法
律
上
の
争

訟
お
よ
び
刑
事
事
件
で
、
行
政
庁
も
し
く
は
行
政
裁
判
所
の
管
轄
権
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
又
は
連
邦
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
特
別
の

裁
判
所
が
指
定

S
S
E
-
mロ
)
も
し
く
は
容
認

(
N
E包
括
ロ
)
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
通
常
裁
判
所
の
権
限
に
属
す
る
(
〈
常

任
問

O
E
S
E与
g
p立
与
Z
聞各
0
5口
)
。
」
(
裁
判
所
構
成
法
二
二
条
)
、
行
政
裁
判
権
に
つ
い
て
は
、
「
行
政
裁
判
権
に
よ
る
救
済
経
路

は
、
当
該
争
訟
が
連
邦
法
律
に
よ
り
他
の
裁
判
所
に
明
文
で
配
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
公
法
上
の

(〈

2
4司
釦

-Eロ
岡
田
「
巾
円

z
g
d弓
巾
悶
)

争
訟
で
憲
法
上
の
そ
れ
に
当
た
ら
な
い
も
の
の
す
べ
て

(
山
口
巾
丘
町
巾
ロ
己
戸
内
町

l
「
巾
円
}
昆
ご
円
宮
巾
ロ
∞
門
『

2
Z岡
}
内
色
丹
市
ロ
ロ
戸
内
}
】
丹
〈
巾
『
同
国
出
回
ロ
ロ
岡
田
「
町
内

Z
Z円
F
R



〉
え
)
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
。
州
法
の
領
域
に
お
け
る
公
法
上
の
争
訟
は
、
州
法
律
に
よ
っ
て
も
他
の
裁
判
所
に
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

(
行
政
裁
判
法
四
O
条
一
民
)
、
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
概
括
主
義
条
項
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
憲
法
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
し
て
は
、

(3) 

彼
地
の
学
説
は
一
般
に
、
概
括
主
義
の
不
採
用
U

列
記
主
義

(E=自巾門出
E
E
Uコロ
NG)
の
採
用
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

か
か
る
列
記
主
義
の
根
拠
と
し
て
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
「
歴
史
的
に
み
て
憲
法
裁
判
権
が
特
定
の
裁
判
手
続
類
型
に
即
し
つ

(
4
)
 

つ
漸
進
的
に
発
展
し
て
き
た
も
の
で
し
か
な
い
」
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
管
轄
す
る
裁
判
手
続
形
式
(
訴

訟
形
式
)
は
多
数
に
の
ぼ
り
、
そ
の
違
憲
審
査
権
限
の
及
ぶ
範
囲
は
実
に
広
汎
で
あ
る
た
め
、
連
邦
憲
法
裁
の
権
限
リ
ス
ト
か
ら
漏
れ
る
も

(
5
)
 

の
は
最
終
的
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
わ
れ
、
そ
う
し
た
実
質
に
即
し
て
、
「
連
邦
憲
法
裁
に
委
ね
ら
れ
た
管
轄
権
の
総
和
は
、
概
括
主

(
6
)
 

義
条
項
に
類
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
包
括
的
管
轄
権
に
極
め
て
近
い
」
な
ど
と
も
評
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

憲法抗告における適法要件の構造(1 ) 

こ
れ
ら
の
裁
判
手
続
形
式
の
多
く
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
実
質
的
憲
法
典
で
あ
る
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
(
の
吋

5
2巾
認
定

宮
「
全
巾
∞

E己
2
「岳ロ

σ--rp己
完
E
S丹
の
の
)
」
自
体
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
多
種
多
様
な
(
本
案
)
裁
判

手
続
の
類
型
化
・
分
類
範
障
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
、
論
者
に
よ
っ
て
も
若
干
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
の
五
類
型
に
分
け
る
説
明
|
|
そ

(7) 

れ
は
紛
争
当
事
者
・
制
度
目
的
の
共
通
性
(
と
り
わ
け
後
者
)
を
基
準
と
し
た
分
類
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
ー
ー
が
「
代
表
的
」

(8) 

類
型
化
に
相
対
的
に
最
も
近
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①
狭
義
の
憲
法
上
の
争
訟

2
2
p
g
E想的
5
亘
書
2
2
5
2岡市「
g
ω
5ロ
巾
)
「
本
来
の
憲
法
上
の
争
訟

(
2
m
g
E円
Z
5三即日目

(

9

a

)

(

9

b

)

 

∞ロロ想的門

2
E
m
Z同
斥
ロ
)
」
あ
る
い
は
単
に
「
憲
法
上
の
争
訟
」
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
め
ら
れ
る
の
は
、

ω機
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(b) 
闘
争
訟
(
連
邦
最
上
級
機
関
ま
た
は
固
有
の
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
構
成
部
分
の
聞
に
お
け
る
そ
の
基
本
法
上
の
権
利
義
務
を
め
ぐ
る
争
訟

|
|
基
本
法
九
三
条
一
項
一
号
)
、

ω連
邦
対
州
の
争
訟
(
連
邦
法
の
執
行
に
関
わ
る
も
の
H

基
本
法
九
=
一
条
一
項
三
号
、
そ
の
他
の
公
法
上
の
争



説

訟
で
他
に
出
訴
の
途
が
な
い
も
の
H

同
四
号
)

お
よ
び
州
相
互
間
・
一
州
内
部
の
公
法
上
の
争
訟
(
但
し
他
に
出
訴
の
途
が
な
い
場
合
|
|
基
本

法
九
三
条
一
項
四
号
)
、

で
あ
る
。

論

(
印
)

連
邦
憲
法
裁
に
係
属
し
う
る
手
続
は
す
べ
て
憲
法
上
の
争
訟
に
係
る
も
の
と
称
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
右
の
裁

判
手
続
形
式
が
「
狭
義
の
憲
法
上
の
争
訟
」
と
し
て
括
ら
れ
る
の
は
、
憲
法
上
の
権
能
帰
属
単
位
が
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
憲
法
上
の
権
限
を

(
日
)

め
ぐ
っ
て
相
互
に
争
う
機
会
を
認
め
る
こ
と
を
制
度
目
的
と
し
、
申
立
人
と
被
申
立
人
と
を
正
式
の
手
続
当
事
者
と
す
る
「
対
決
構
造
型
手

(

ロ

)

(

日

)

続

(roロ可出品目
r
S
E
R
u
g
〈
巾
広
島
司
自
)
」
の
形
式
を
採
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
共
通
性
を
具
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

ω

が
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
権
力
分
立
に
関
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
川
の
タ
イ
プ
の
争
訟
ー
ー
ー
論
者
は
こ
れ
を
し
ば
し
ば
「
連
邦
制
型
争
訟

(
日
比
)

(
芯
号

E
C
2
2
5
E四

E
Rロ
)
」
と
呼
ん
で
い
る
ー
ー
が
連
邦
制
原
理
に
出
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

ωの
み
を
「
狭
義
の
憲
法
上
の

(
日
)

争
訟
」
と
称
し
て
「
連
邦
制
型
争
訟
」
を
別
の
分
類
範
轄
と
し
て
設
定
す
る
論
者
も
あ
る
。

②

法

規

審

査

(
Z
O
B
S
E
E
S
Fロ
)
こ
の
類
型
に
含
め
ら
れ
る
の
は
、

ω抽
象
的
法
規
審
査
・

ω具
体
的
法
規
審
査
の
両
手
続
(
そ

の
ほ
か
、
制
い
わ
ゆ
る
法
規
存
否
認
定

2
0
5
2
2
ユロ
E
t
oロ)

れ
ぞ
れ
基
本
法
九
三
条
一
項
二
号
・
同
一

O
O条
一
項
)

の
手
続
(
連
邦
法

の
構
成
部
分
と
し
て
の
国
際
法
規
・
個
々
人
に
権
利
義
務
を
直
接
も
た
ら
す
国
際
法
規
の
存
否
を
争
訟
事
件
の
裁
判
の
先
決
問
題
と
し
て
判
定
す
る
手

続
|
|
基
本
法
一

O
O条
二
項
)
、

ωい
わ
ゆ
る
法
規
資
格
判
定

(
Z
o
s
s
a
E
E
E
gロ)

た
か
否
か
を
判
定
す
る
手
続
|
|
基
本
法
一
一
一
六
条
。
基
本
法
に
は
申
立
権
者
の
定
め
は
な
い
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
連
邦

の
手
続
(
新
憲
法
制
定
前
の
法
が
連
邦
法
と
な
っ

議
会
・
連
邦
参
議
院
・
連
邦
政
府
・
州
政
府
を
申
立
権
者
と
す
る
抽
象
的
手
続
〔
八
六
条
一
項
〕
、

一
般
の
裁
判
所
が
争
訟
事
件
の
裁
判
の
先
決
問
題

さ
ら
に
、
付
い
わ
ゆ
る
先
例
離
反
の
争
点
提
起

に
基
づ
く
手
続
(
州
憲
法
裁
が
基
本
法
に
つ
き
連
邦
憲
法
裁
・
他
州
の
憲
法
裁
の
裁
判
例
と
異
な
る
解
釈
を
し
よ
う
と
す
る

(
国
)

際
に
あ
ら
か
じ
め
行
う
べ
き
連
邦
憲
法
裁
へ
の
申
立
て
|
|
基
本
法
一

O
O条
三
項
)
も
、
バ
w
l
ω
と
同
じ
類
型
に
括
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

と
し
て
申
立
て
を
行
う
具
体
的
手
続
〔
同
二
項
〕
、

の
二
種
類
が
あ
る
)
、

が
あ
る
。

(ozm『
岡
市
ロ
N
〈
。
ユ
担
問
巾
)
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こ
れ
ら
の
裁
判
手
続
形
式
は
、
あ
る
法
規
と
そ
の
上
位
法
規
と
の
適
合
性
、
法
規
の
存
在
・
内
容
の
認
定
、
と
い
っ
た
法
の
客
観
的
確
認

(口
)

(

M

a

)

を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
客
観
的
」
手
続
で
あ
っ
て
(
こ
れ
ら
の
手
続
形
式
で
は
被
申
立
人
は
存
せ
ず
「
対
決
構
造
型
手
続
」

(
m
b
)
 

に
は
当
た
ら
な
い
て
各
主
体
に
対
す
る
関
係
で
の
権
利
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
裁
判
手
続
を
「
客

(
印
)

観
的
手
続
」
と
い
う
指
称
の
下
に
括
る
論
者
も
あ
る
。
ま
た
、

ω・
ωば
か
り
で
な
く

ω以
下
の
手
続
形
式
を
も
広
く
含
め
た
分
類
概
念
と

(
初
)

し
て
〉

2
2
g
g
r
o己
5
2巾
〈
の
表
現
を
用
い
る
と
、
〉

20「ヨ
g
w
oロ
可
。
-
U
〈
に
広
狭
二
義
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
に
伴
う

(
幻
)

混
同
を
避
け
る
た
め
か
、
川
以
下
を
も
含
め
た
範
轄
の
指
称
と
し
て
は

V
Z
R
B
g買
え

5
悶
〈
の
表
現
を
用
い
る
向
き
も
あ
る
。

③ 

こ
れ
に
は

ω本
稿
の
主
題
を
成
す
市
民
の
憲
法
上
の
権
利
に
対
す
る
救
済
手
続
と

の
ほ
か
、
川
市
町
村
(
の
巾
自
巳
ロ
号
)
な
い
し
市
町
村
連
合
(
の

2
2ロ
号

2
5自
己
が
憲
法
上

の
法
律
に
よ
る
侵
害
を
争
っ
て
提
起
し
う
る
そ
れ
(
但
し
、
州
法
律
に
よ
る
自
治
権
侵
害
の

憲
法
抗
告
(
〈
巾
ユ
忠
告
白
間
的
σ
2各
省
内
『
号
ロ
)

し
て
の
そ
れ
(
基
本
法
九
三
条
一
項
四

a
号
)

保
障
さ
れ
た
そ
の
自
治
権
(
基
本
法
二
八
条
二
項
)

憲法抗告における適法要件の構造(1)

場
合
に
関
し
て
は
、
州
法
で
州
憲
法
裁
へ
の
抗
告
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
る
|
|
基
本
法
九
三
条
一
項
四
b
号
)
が
あ
る
。

(m) 

単
に
「
憲
法
抗
告
」
と
一
冨

T
J場
合
、
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
前
者
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
い
え
よ
う
し
、
本
稿
で
も
、
特
に
断
ら
な

い
か
ぎ
り
、
専
ら
前
者
を
指
し
て
「
憲
法
抗
告
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
が
、
い
ず
れ
の
裁
判
手
続
形
式
も
基
本
法
・
連
邦
憲
法
裁
判

所
法
(
九
O
条
・
九
一
条
)
で
は
「
憲
法
抗
告
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
特
に
両
者
の
区
別
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
文
脈
で
は
し
ば
し
ば
、

(
お
)

ωは
「
個
人
憲
法
抗
告

P
E
E
S
E
-
z
ュ5
2諸
島
B円
Z
Z
E巾)」、

ωは
「
自
治
体
憲
法
抗
告
(
穴
。
ョ
ヨ
ロ
ロ
白

Z
2
p
g
E岡田吉田内
F
Z『号

(Me 

a
-
r
o沼
ヨ
ロ
ロ
巳
巾
〈

q
p
gロ
ロ
岡
田
吉
田
門
町
垣
市
『
号
)
」
、
と
呼
び
分
け
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)

両
者
の
共
有
す
る
性
格
と
し
て
は
、
各
権
利
主
体
に
対
す
る
権
利
保
護
の
供
与
に
関
わ
る
裁
判
手
続
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
申
立
権
者
が
憲
法
(
〈
巾
三
回
目
印

E
岡
)
で
保
障
さ
れ
た
一
定
の
権
利
に
対
す
る
侵
害
を
受
け
た
場
合
に
そ
の
不
服
救
済
申
立
て

(
お
)

(回

2
与
者
巾
三
巾
)
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
、
ひ
と
し
く
〉
〈
巾
ユ

2
2諸
島
日
早
当
内
三
巾
〈
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

北法45(4・19)547



説

法
律
に
よ
る
(
抽
象
的
な
)
自
治
権
侵
害
を
専
ら
対
象
と
し
て
い
る

ωに
関
し
て
は
、
実
質
か
ら
い
っ
て
、
特
定
の
問
題
に
係
る
申
立
権
を

自
治
体
に
承
認
し
た
形
で
の
法
規
審
査
の
一
種
で
あ
る
、
と
の
理
解
に
立
ち
、
「
法
規
審
査
手
続
L

の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
説
明
し
て
い

(

幻

)

(

お

)

る
論
者
も
あ
り
、
そ
の
分
類
論
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
鈎
)

④
訴
追
(
〉
ロ
乞
恒
常
国
)
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
準
刑
事
手
続

2
5
2
4島
田
叶

Rzrz〈
え
田
町

2
ロ
)
」
あ
る
い
は
「
(
特
別
の
)

(
初
)

憲
法
保
護
手
続

(
[
Z
g
E
R巾
]
〈

R
P臼田ロロ岡山
R
E
R
S三
岳
足
ロ
)
」
と
も
別
称
さ
れ
る
も
の
で
、
「
こ
こ
に
ま
と
め
ら
れ
る
管
轄
は
、
憲

(
幻
)

法
敵
対
的
な
策
動
に
対
す
る
憲
法
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
に
は
、
基
本
権
失
権
手
続
(
基
本
法
一
八
条
)
・
政
党
の
違

憲
性
認
定
(
同
一
二
条
二
項
)
と
い
っ
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
い
わ
ゆ
る
「
闘
う
民
主
制
」
の
特
質
を
窺
わ
せ
る
手
続
の
ほ
か
、
連
邦

論

大
統
領
・
裁
判
官
の
弾
劾
手
続
(
同
六
一
条
、
五
八
条
二
項
・
五
項
)
、
が
含
め
ら
れ
る
。

⑤
そ
の
他
の
裁
判
手
続
連
邦
議
会
議
員
の
選
挙
の
効
力
・
議
員
資
格
に
関
す
る
審
査
手
続
(
基
本
法
四
一
条
二
項
)
は
、
以
上
い

(
辺
)

ず
れ
の
範
障
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
州
法
の
委
任
あ
る
場
合
に
は
連
邦
憲
法
裁
は
「
一
州
内
の

憲
法
上
の
争
訟
」
に
関
し
裁
判
し
う
る
、
と
さ
れ
て
い
る
が
(
基
本
法
九
九
条
)
、
こ
の
裁
判
手
続
形
式
に
つ
い
て
は
、
①
に
分
類
し
て
い
る

(
お
)

論
者
も
少
な
く
な
い
も
の
の
、
こ
こ
に
い
う
「
憲
法
上
の
争
訟
」
が
必
ず
し
も
(
一
州
内
の
)
機
関
争
訟
の
み
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い

(
こ
の
点
で
、
前
記
①
川
に
挙
げ
た
州
内
の
「
公
法
上
の
争
訟
」
が
専
ら
機
関
争
訟
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
)
、
と
一
般
に
解

(

鈍

)

(

お

)

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
①
i
④
の
い
ず
れ
の
類
型
と
も
区
別
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
説
明
も
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
論
者
の
な
か
に
は
、

先
例
離
反
の
争
点
提
起
に
よ
る
手
続
(
前
述
②
参
照
)
に
つ
い
て
も
、
①
l
④
の
い
ず
れ
に
も
分
類
し
え
な
い
も
の
だ
、
と
の
立
場
を
採
り
、

(
お
)

選
挙
審
査
手
続
と
同
様
に
「
そ
の
他
の
手
続
」
と
し
て
括
る
向
き
も
あ
る
。

(
幻
)

同
と
こ
ろ
で
、
周
知
の
と
お
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
各
八
名
の
裁
判
官
で
組
織
さ
れ
る
二
つ
の
法
廷
(
∞
m
E
Z
)
か
ら
成
る
が
、
原

則
的
に
は
、
各
裁
判
手
続
形
式
ご
と
に
管
轄
の
法
廷
が
決
め
ら
れ
て
い
る
(
連
邦
憲
法
裁
法
一
四
条
)
。
た
と
え
ば
、
狭
義
の
憲
法
上
の
争
訟
・

北法45(4・20)548 



訴
追
・
選
挙
審
査
手
続
お
よ
び
法
規
存
否
認
定
は
、
当
初
か
ら
第
二
法
廷
の
管
轄
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
広
義
の
法
規
審
査
(
法

規
存
否
認
定
を
除
く
)
・
憲
法
抗
告
(
個
人
憲
法
抗
告
・
自
治
体
憲
法
抗
告
の
双
方
)
に
関
し
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
の
発
足
当
初
は
第
一
法
廷
の

(
お
)

管
轄
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
す
ぐ
後
述
す
る
と
お
り
、
連
邦
憲
法
裁
に
係
属
す
る
手
続
の
件
数
を
裁
判
手
続
形
式
の
種
類
ご
と
に
分
け
た

場
合
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
の
が
憲
法
抗
告
で
そ
の
他
の
多
く
は
具
体
的
法
規
審
査
手
続
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
当
初
か
ら
の
実
情
で

あ
り
、
こ
の
た
め
、
両
法
廷
聞
の
職
務
負
担
に
顕
著
な
不
均
衡
を
来
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
今
日
で
は
、
自
治
体
憲
法
抗
告
が
第
二
法

廷
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
狭
義
の
法
規
審
査
・
先
例
離
反
の
争
点
提
起
に
よ
る
手
続
・
個
人
憲
法
抗
告
は
、
両
法
廷
に
跨
が
る
形
で

(
鈎
)

|
|
具
体
的
に
は
当
該
事
案
で
取
り
沙
汰
さ
れ
る
基
本
法
の
法
条
知
何
を
基
準
と
し
て
l
l
l
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

同
そ
れ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
管
轄
す
る
裁
判
手
続
の
な
か
で
個
々
の
手
続
形
式
が
占
め
る
比
重
を
実
際
の
係
属
件
数
の
面
か
ら

統
計
的
に
み
る
と
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

憲法抗告における適法要件の構造(1)

連
邦
憲
法
裁
に
係
属
す
る
手
続
の
年
間
当
た
り
の
件
数
は
、
表
1
・
表
2
に
示
し
た
と
お
り
、
一
九
五
八
年
以
降
に
は
一

0
0
0件
を
下

回
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
一
九
六
四
年
以
降
は
一
五

O
O件
を
恒
常
的
に
超
す
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
七

0
年
代
後
半
は
概
ね
毎

年
二
五

O
O件
か
ら
三

0
0
0件
の
間
で
、
八

0
年
代
に
は
毎
年
三

0
0
0件
か
ら
四

0
0
0件
の
間
で
推
移
し
て
い
た
が
、
東
西
ド
イ
ツ

統
一
後
は
四

0
0
0件
を
突
破
し
、
一
九
九
三
年
に
は
五

O
O
O件
を
も
超
す
に
至
っ
て
い
る
。

そ
の
際
、
表
1
・
表
2
の
双
方
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
と
、
一
九
九
三
年
末
ま
で
の
時
点
で
連
邦
憲
法
裁
に
係
属
し
た
手
続
件
数
は
、

総
数
で
九
五
九
四
四
件
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
実
に
九
一
八
二
二
件
(
約
九
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
)
ま
で
を
憲
法
抗
告
(
自
治
体
憲
法
抗
告

(ω) 

を
含
む
)
が
占
め
て
い
る
。
同
時
に
、
憲
法
抗
告
に
次
い
で
多
く
の
件
数
を
数
え
る
の
は
具
体
的
法
規
審
査
手
続
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
掲

記
の
表
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
に
係
属
す
る
手
続
を
年
ご
と
に
み
た
場
合
、
そ
の
九
割
な
い
し
そ
れ
以
上
が
憲
法
抗
告

北法45(4・21)549 



ヨ必， 号M

函間 世己

'70 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 宮1 '92 累計

2
 

一一 19 89 

15 14 91 

ー一一 120

1
 

2
 

4 一 1 ーー 25

ー 66

一 l 一一一一一 1 13 

59 84 47 50 26 42 42 41 155 114 81 86 57 75 56 37 100 74 48 30 31 99 137 2756 

1 ー 2 一一一一 12

一一 7

151 

ーヮ“ 一一 3

16 11 16 15 29 15 25 13 15 16 33 28 19 35 27 24 35 36 57 597 

1606 1453 1529 3249 1583 1540 2407 2459 2623 2988 2996 2984 3508 3828 3382 3066 2935 3358 3613 3693 3309 3904 4214 86567 

1677 1542 1598 3321 1637 15882468 2540 2796 3110 3107 30983586 3946 3484 3141 3060 3476 3702 3758 34∞4077 4431 90504 

Bryde， Verfassungsentwicklung， Baden-Baden: Nomos 1982， S. 466 f.; Christiαn Pestalozz，α. 

Lehrbuch des Verfassungsprozesrechts， Heidelberg: C. F. Muller 1991， S. 532; Emil Hubner/ 

Beck 1993， S. 248 f但し90・91年の各年分は後 3者を対照し筆者が算出した。
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憲法抗告における適法要件の構造(1)

表1 連邦憲法裁判所の各年ごとの手続係属件数

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w ・hl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w 

基本権 失 権 | ー l 一一

政党の 違憲認定 I2 

選挙・議員資格審査|ー 一 一

大統領弾劾 l

機関争訟I3 

抽象的法規審査 1 1 8 

連邦対 州の争訟 I1 

他の公法上の争訟 1- 一一 l 一一一

裁判官弾劾

州内の憲 法 争 訟 | 一一 ー

具体的法規審査 136 151 120 29 54 59 43 107 49 46 42 57 52 62 50 49 40 47 92 

国際法規存否認定|一 一 ー ー

先例離反の争点提起|一 一 l ー ー

連邦法規資格判定 13 7333 ー 一一 15 

連邦法律に基づく諸手続

('71年以降)

仮命令 ('70年迄は法律に

基づく諸手続含む)
13 14 10 13 

憲法抗告 1423 822 591 453 489 686 779 1004 1160 1054 993 1377 1349 1569 1440 1520 1526 1549 1556 

合同法廷の裁判

('71年以後)

総 件数 14761009 742 572 591 761 838 1134 1213 1124 1051 1456 1414 1638 1504 1580 1598 1600 1659 

(典拠>Bundesverfassungsgericht 1951-1971， Karlsruhe: C，F. Muller 1971. S， 204 f.; Brun'Otto 

Verfassungsprozesrecht. 3. Aufl. Munchen: C.H， Beck 1991. S. 363; Ernst Benda/ Ec初rtKlein， 

Horst H，仰削kRohlβ. Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 1993/94. Munchen: C.H 
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に
当
た
り
そ
れ
以
外
の
手
続
の
大
半
を
具
体
的
法
規
審
査
が
占
め
る
、
と
い
う
状
態
は
連
邦

憲
法
裁
発
足
当
初
か
ら
の
ほ
ほ
一
貫
し
た
傾
向
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
手
続
形
式
で
あ
る
程

度
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
仮
命
令
手
続
(
連
邦
憲
法
裁
法
三
二
条
)
で
あ
る
が
、
本
案
裁
判

手
続
に
つ
い
て
い
え
ば
、
抽
象
的
法
規
審
査
、
機
闘
争
訟
、
選
挙
・
議
員
資
格
の
審
査
、
と

い
っ
た
と
こ
ろ
が
|
|
憲
法
抗
告
・
具
一
体
的
法
規
審
査
に
比
す
る
と
申
立
て
件
数
は
遥
か

に
少
な
い
と
は
い
え
|
|
比
較
的
定
常
的
に
活
用
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

個
々
の
裁
判
手
続
形
式
が
憲
法
秩
序
の
形
成
・
展
開
の
過
程
に
お
い
て
果
た
す
役
割
の
重

要
性
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
さ
は
た
し
か
に
、
そ
の
手
続
の
提
起
件
数
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
基
本
権
に
係
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
の
本
質
的
部
分
は
憲

(
H
H
)
 

法
抗
告
手
続
の
枠
内
で
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
、
と
い
う
彼
地
の
論
者
に
よ
る
論
評
は
、

右
の
統
計
を
も
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
よ
く
理
解
し
え
よ
う
。
同
時
に
、

膨
大
な
件
数
の
憲
法
抗
告
手
続
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
く
か
、
と
い
う
点
こ
そ
が
連
邦

(
必
)

憲
法
裁
に
と
っ
て
実
務
上
の
最
大
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
も
、
こ
れ
ら
の
統
計
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

説きム
ロ岡

1993年の連邦憲法裁の新規手続件数表 2

法規審査憲法抗告全 手 続

22 2276 2319 第 l法廷

66 2970 3121 第 2法廷

92 

(典拠)NJW 1994， Heft 15 S. XVII.法規審査は具体的

法規審査と抽象的法規審査とを一括したもの。

岡
本
稿
は
、
以
上
に
み
た
個
々
の
裁
判
手
続
形
式
を
逐
一
取
り
上
げ
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
だ
け
の
余
裕

も
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
憲
法
抗
告
制
度
の
守
備
範
囲
を
理
解
す
る
う
え
で
あ
ら
か
じ
め
念
頭
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

事
項
と
し
て
、
憲
法
抗
告
手
続
と
狭
義
の
法
規
審
査
手
続
と
の
異
同
・
関
係
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

①
申
立
権
の
所
在
憲
法
抗
告
で
は
市
民
が
申
立
権
者
で
あ
る
。
憲
法
抗
告
手
続
は
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
の
管
轄
す
る
本
案
裁
判
手

5246 5440 計i主、
口
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(
必
)

一
人
一
人
の
私
人
が
申
立
権
を
認
め
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
そ
れ
で
も
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
具
体
的
法
規
審
査
手
続
で
は
あ
く
ま
で
、
具
体
的
な
事
件
・
争
訟
の
裁
判
に
当
た
る
裁
判
所
(
訴
訟
裁
判
所
)
が
申
立
権

者
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
般
の
裁
判
所
が
当
該
事
件
・
争
訟
に
お
け
る
関
連
法
律
を
違
憲
と
解
す
る

続
の
う
ち
で
も
、

憲法抗告における適法要件の構造(1)

し
か
も
、
当
該
法
律
の
効
力
如
何
が
「
裁
判
の
結
論
を
左
右
す
る
意
義

(
E
g
n
Z
E
Z是
認
可
町
早
宮
耳
岳
)
」
を
も
っ
と
き
は
、
そ

の
事
件
・
争
訟
の
裁
判
手
続
を
中
止
し
た
う
え
で
、
当
該
裁
判
所
は
、
自
ら
の
違
憲
判
断
に
つ
き
い
わ
ば
憲
法
裁
の
裁
可
を
仰
ぐ
ベ
く
、
中

間
手
続
と
し
て
の
具
体
的
法
規
審
査
手
続
の
開
始
|
|
憲
法
裁
判
所
が
裁
判
す
る
の
は
先
決
問
題
と
し
て
の
法
律
問
題
の
み
で
あ
り
具
体

(
斜
)

的
な
争
訟
・
事
件
の
終
局
裁
判
は
訴
訟
裁
判
所
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
ー
ー
を
求
め
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

具
体
的
な
訴
訟
に
際
し
て
訴
訟
当
事
者
が
法
律
違
憲
の
主
張
を
提
起
し
て
も
、
一
般
の
裁
判
所
は
こ
の
当
事
者
の
主
張
を
斥
け
て
合
憲
判
断

(
必
)

を
下
す
権
能
を
有
す
る
。
具
体
的
法
規
審
査
制
は
、
す
べ
て
の
裁
判
所
が
法
律
の
憲
法
適
合
性
審
査
権
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え

で
、
法
律
に
関
す
る
効
力
排
除
権
限
(
〈
貨
当
R
Pロ
岡
山

Z
P哲
三
を
憲
法
裁
判
所
に
独
占
さ
せ
た
も
の
だ
、
と
彼
地
の
論
者
が
一
般
に
評

(
必
)

す
る
所
以
で
あ
る
。

シ
」
主
¥

な
お
、
抽
象
的
審
査
方
式
と
し
て
の
抽
象
的
法
規
審
査
手
続
に
お
け
る
申
立
権
者
が
政
治
的
機
関
(
連
邦
政
府
・
州
政
府
・
三
分
の
一
の

連
邦
議
会
議
員
)
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
(
基
本
法
九
三
条
一
項
二
号
参
照
)
。

②
審
査
対
象
抽
象
的
法
規
審
査
に
せ
よ
具
体
的
法
規
審
査
に
せ
よ
、
法
規
審
査
手
続
で
審
査
の
対
象
と
な
る
の
は
法
規
に
限
ら
れ

(
幻
)

る
の
に
対
し
、
憲
法
抗
告
で
は
個
別
処
置
・
不
作
為
を
も
含
め
た
公
権
力
の
措
置
一
般
が
審
査
対
象
で
あ
る
(
後
述
2
凶
参
照
)
。

さ
ら
に
、
具
体
的
法
規
審
査
手
続
に
関
し
て
は
、
次
の
事
情
が
付
言
さ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、

基
本
法
一

O
O条
一
項
の
趣
旨
は
、
「
連
邦
な
い
し
州
の
立
法
府
の
意
思
を
個
々
の
裁
判
所
す
べ
て
が
無
視
す
る
事
態
を
防
止
す
る
こ
と
」

(
必
)

に
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
に
い
う
「
連
邦
な
い
し
州
の
立
法
府
」
と
は
、
い
っ
そ
う
具
体
的
に
は
、
「
基
本
法
お
よ
び
州
憲
法

北法45(4・25)553



説

で
樹
立
(
宮
口
出

Z
E巾「
g)
さ
れ
た
立
法
権
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
防
止
さ
れ
る
べ
き
事
態
と
は
あ
く
ま
で
、
「
憲
法
の
効
力
の
下
に

活
動
を
始
め
る
に
至
っ
た
立
法
府
、
し
た
が
っ
て
憲
法
に
拘
束
さ
れ
る
立
法
府
に
よ
る
法
律
に
対
し
裁
判
所
が
そ
の
承
認
を
拒
む
こ
と
に
よ

(ω) 

っ
て
、
か
か
る
立
法
府
の
意
思
を
無
視
す
る
事
態
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
連
邦
憲
法
裁
に
お
け
る
具
体
的
法
規
審
査
手
続
の
対
象
と

な
る
法
規
と
は
、
基
本
法
施
行
後
に
制
定
さ
れ
た
形
式
的
意
味
に
お
け
る
法
律
(
い
わ
ゆ
る
「
制
憲
後
の
法
形
式
上
の
法
律

(
印
)

に
限
定
さ
れ
る
、
と
す
る
の
が
連
邦
憲
法
裁
の
確
立
さ
れ
た
判
例
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の

そ
れ
が
基
本
法
違
反
で
あ
れ
ば
裁
判
所
一
般
に
お
い
て
そ
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と

言命

(ロ白円
E
Sロ∞
z
z
z
oロ巾巳巾向。円呂町
-
Z
の巾印巾同
N

巾)」)

た
と
え
ば
法
規
命
令
に
関
し
て
は
、

(
日
)

も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

裏
返
し
と
し
て
、

(

臼

)

(

日

)

抽
象
的
法
規
審
査
手
続
で
は
法
規
命
令
・
制
憲
前
の
法
も
審
査
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
が
連
邦
憲
法
裁
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

(
山
内
)

こ
で
は
「
あ
ら
ゆ
る
規
範
レ
ヴ
ェ
ル
の
連
邦
法
・
州
法
が
審
査
さ
れ
う
る
L

こ
と
に
な
る
が
、
具
体
的
法
規
審
査
手
続
で
は
審
査
対
象
の
範

囲
に
右
の
よ
う
な
限
定
が
付
け
加
わ
る
た
め
に
、
審
査
対
象
の
範
囲
に
関
し
て
は
、
具
体
的
法
規
審
査
よ
り
も
抽
象
的
法
規
審
査
の
方
が
憲

(
日
)

法
抗
告
に
近
い
も
の
が
あ
る
、
と
も
評
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

③
 
審
査
基
準
憲
法
抗
告
手
続
で
は
、
申
立
人
は
一
定
の
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
旨
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
基
本
法
(
九
三
条
一
項
四

a
号
)
・
連
邦
憲
法
裁
法
(
九

O
条
一
項
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
申
立
人
は
、
寸
自
ら
の
基
本
権
」
の

(
日
)

い
ず
れ
か
(
こ
こ
に
い
う
「
基
本
権
」
と
は
基
本
法
第
一
章
「
基
本
格
」
〔
一
条
l
一
九
条
〕
に
規
定
さ
れ
て
い
る
諸
権
利
を
指
す
て
あ
る

い
は
基
本
法
「
第
二

O
条
第
四
項
、
第
三
コ
一
条
、
第
三
八
条
、
第
一

O
一
条
、
第
一

O
三
条
お
よ
び
第
一

O
四
条
の
内
容
を
成
す
自
ら
の
権

利
」
|
|
こ
れ
ら
の
権
利
は
一
般
に
「
基
本
権
類
似
の
権
利
(
匂
ロ
ロ
母

R
Z
S
E
-
-島
町
牢
与
芯
)
」
な
い
し
「
基
本
権
同
様
の
権
利

(
貯
)

(間

E
E
5円zgm四
-
2
Z
閉
山
町
内
町
丹
市
)
」
な
ど
と
総
称
さ
れ
る
|
|
の
い
ず
れ
か
を
侵
害
さ
れ
た
旨
の
主
張
を
も
っ
て
、
憲
法
抗
告
を
提
起
し
う

る
。
こ
の
点
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
以
上
に
列
挙
さ
れ
た
条
項
に
基
づ
く
権
利
が
申
立
人
に
よ
っ
て
被
侵
害
権
利
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の

北法45(4・26)554 



(
回
目
)

で
な
け
れ
ば
、
憲
法
抗
告
は
不
適
法
と
し
て
却
下
を
喫
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
抗
告
の
申
立
て
が
適
法
で
あ
る
た
め
に
は
、
争
わ
れ
て

い
る
公
権
力
の
措
置
と
基
本
法
の
前
記
法
条
と
の
適
合
性
に
つ
き
審
査
を
求
め
る
|
|
つ
ま
り
当
該
措
置
に
関
す
る
審
査
基
準
を
そ
れ
ら

の
法
条
に
求
め
る
ー
ー
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

憲法抗告における適法要件の構造(1)

こ
の
よ
う
に
憲
法
抗
告
手
続
で
は
、
申
立
て
の
適
法
性
が
違
憲
(
基
本
法
違
反
)
一
般
の
主
張
に
よ
っ
て
は
基
礎
づ
け
ら
れ
え
ず
、
基
本

法
の
条
項
の
う
ち
で
も
限
ら
れ
た
そ
れ
と
の
不
適
合
が
主
張
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
肯
定
さ
れ
う
る
の
に
対
し
、
法
規
審
査
手
続
で
は
、

申
立
て
の
適
法
性
に
対
す
る
そ
の
種
の
制
約
は
存
し
な
い
。
具
体
的
法
規
審
査
で
も
抽
象
的
法
規
審
査
で
も
、
基
本
法
全
体
が
審
査
基
準
に

(
関
)

含
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
い
ず
れ
の
法
規
審
査
手
続
に
お
け
る
実
体
審
理
に
際
し
で
も
、
連
邦
憲
法
裁
は
、
由
・
立
て
に
お
い
て

列
挙
さ
れ
た
基
本
法
規
定
と
の
関
係
に
か
ぎ
ら
ず
、
す
べ
て
の
憲
法
上
の
観
点
か
ら
当
該
法
規
を
審
査
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で

(ω) 

あ
る
。
乙
の
点
は
、
法
規
審
査
手
続
が
、
申
立
人
の
法
的
地
位
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
寸
憲
法
を
保
護
す
る
た
め
の
公

(臼

a

)

(

臼

b
)

共
的

(
c
z
m
r
t
〈
)
な
手
続
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
憲
法
抗
告
手
続
が
「
基
本
権
を
保
護
・
貫
徹
す
る
た
め
の
特
例
的
な
法
的
救
済
手
続
」
、

(
m
C
)
 

「
国
家
に
対
す
る
市
民
の
格
別
な
法
的
救
済
手
続
」
で
あ
る
、
と
い
う
制
度
目
的
論
と
関
わ
っ
て
く
る
。

し
か
し
、
審
査
基
準
に
関
し
て
憲
法
抗
告
手
続
と
両
種
の
法
規
審
査
手
続
と
の
聞
に
存
す
る
以
上
の
よ
う
な
相
違
は
、
相
対
化
を
み
る
に

至
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
述
す
る
と
お
り
、
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
憲
法
抗
告
手
続
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の
点
で
違
憲
で

あ
る
法
律
に
よ
る
自
由
制
約
は
一
般
的
自
由
権
(
基
本
法
二
条
一
項
)
の
侵
害
と
し
て
訴
え
う
る
し
、
適
法
な
憲
法
抗
告
の
範
囲
内
で
あ
る

か
ぎ
り
、
申
立
人
の
主
張
し
う
る
違
憲
事
由
・
当
該
審
査
対
象
に
関
し
連
邦
憲
法
裁
が
基
本
法
適
合
性
を
審
査
し
う
る
範
囲
に
格
別
制
限
は

課
せ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る

(
4
同
参
照
)
。

④
判
決
の
方
式
・
効
力
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
法
律
を
基
本
法
違
反
と
判
定
す
る
場
合
の
裁
判
(
判
決
・
決
定
)
主
文
の
内
容
お
よ

(
臼
)

び
そ
の
効
力
に
関
し
て
は
、
法
規
審
査
手
続
と
憲
法
抗
告
手
続
と
の
問
に
共
通
性
が
み
と
め
ら
れ
る
。
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説

(
臼
)

す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
法
律
は
無
効
で
あ
る
旨
ま
た
は
基
本
法
と
適
合
し
な
い
旨
が
裁
判
主
文
で
宣
言
さ
れ
る
(
連
邦
憲
法
裁
法
一
一
一
一

(
刷
出
)

条
一
項
二
段
・
七
八
条
・
八
二
条
一
項
・
九
五
条
三
項
)
。

論

ま
た
連
邦
憲
法
裁
法
は
、
連
邦
憲
法
裁
の
下
す
裁
判
一
般
の
効
力
に
つ
き
、
「
連
邦
お
よ
び
州
の
憲
法
上
の
機
関
な
ら
び
に
す
べ
て
の
裁

判
所
お
よ
び
行
政
庁
を
拘
束
す
る
」
(
一
一
一
一
条
一
項
)
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
機
関
に
対
す
る
「
拘
束
力
宙

Z
Eロ
何
回
三
品

E
同
)
」
を
定

め
て
い
る
が
、
法
規
審
査
手
続
・
憲
法
抗
告
手
続
で
法
律
の
合
憲
・
違
憲
・
無
効
が
宣
言
さ
れ
た
場
合
に
関
し
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判

(
日
)

が
ー
ー
一
般
市
民
に
対
し
て
も
及
ぶ
と
こ
ろ
の

l
l
「
法
律
効
(
の
巾
お
お
B
可
思
)
」
を
有
す
る
(
一
三
条
二
項
)
、
と
さ
れ
て
い
る
(
こ

れ
は
、
基
本
法
九
四
条
二
項
一
段
が
「
連
邦
法
律
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
:
:
:
裁
判
が
い
か
な
る
場
合
に
法
律
効
を
有
す
る
か
に
つ
い
て

規
定
す
る
」
と
し
て
い
る
の
を
、
つ
け
た
も
の
で
あ
る
)
。
そ
の
際
、
こ
の
法
律
効
の
射
程
を
調
節
す
る
連
邦
憲
法
裁
法
の
規
定
(
七
九
条
・

八
二
条
一
項
・
九
五
条
三
項
三
段
)
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
不
適
合
ま
た
は
無
効
と
宣
言
さ
れ
た
法
律
に
基
づ
く
個
別
の
裁
判
判
決
・
決
定
処
分

で
す
で
に
不
可
争
力
を
生
じ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
確
定
有
罪
判
決
に
つ
い
て
は
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
る
再
審
手
続
が
認
め
ら
れ
る
の

に
対
し
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
|
|
憲
法
抗
告
の
認
容
に
応
じ
て
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
当
の
裁
判
・
処
分
自
体
を
除
け
ば
|
|
法
律
に
別

段
の
定
め
が
な
い
か
ぎ
り
、
当
該
個
別
処
置
の
効
力
は
影
響
を
受
け
な
い
(
但
し
未
だ
強
制
執
行
前
の
と
き
は
執
行
不
可
と
な
る
)
、
と
さ

れ
て
い
る
。

他
方
、
連
邦
憲
法
裁
法
の
規
定
(
一
三
条
二
項
二
・
三
段
)
で
は
、
法
規
審
査
手
続
・
憲
法
抗
告
手
続
の
双
方
に
お
い
て
、
裁
判
主
文
で

法
律
が
基
本
法
と
適
合
す
る
旨
の
宣
言
を
も
行
い
う
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
(
注
意
を
要
す
る
の
は
、
こ
の
合
憲
宣
言
の
場
合
に
も
連

邦
憲
法
裁
の
裁
判
は
法
律
効
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
効
果
に
よ
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
が
合
憲
と
判
定
し
た
立
法
の
合
憲
性
を
争
う
憲
法

(
白
山
)

抗
告
の
申
立
て
は
遮
断
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
)
。
も
っ
と
も
、
連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
従
来
の
実
際
的
運
用
を
み
る
と
、
法
規
審
査

手
続
で
は
、
法
律
が
基
本
法
と
適
合
す
る
と
判
断
さ
れ
た
と
き
は
裁
判
主
文
で
そ
の
旨
積
極
的
に
確
認
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
憲
法
抗
告

北法45(4・28)556 



憲法抗告における適法要件の構造(1)

手
続
で
申
立
て
が
棄
却
さ
れ
る
際
の
裁
判
主
文
で
は
「
憲
法
抗
告
を
棄
却

(
N
E
E
n
}
2
2
月
ロ
)
す
る
」
と
の
言
渡
し
に
止
め
ら
れ
る
こ
と
が

(
釘
)

少
な
く
な
い
、
と
い
う
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑤
一
般
の
司
法
救
済
・
具
体
的
法
規
審
査
・
憲
法
抗
告
の
相
互
関
連
憲
法
抗
告
の
提
起
は
一
般
の
司
法
救
済
を
経
由
し
尽
く
し
た

後
で
な
け
れ
ば
原
則
と
し
て
不
適
法
で
あ
る
こ
と
、
専
門
別
裁
判
所
の
裁
判
手
続
で
法
令
自
体
を
争
う
方
途
は
通
常
存
し
な
い
こ
と
、
し
か

し
具
体
的
法
規
審
査
手
続
が
介
在
し
う
る
可
能
性
の
故
に
法
規
攻
撃
型
憲
法
抗
告
に
関
し
て
も
そ
の
「
補
充
性
」
を
言
う
余
地
が
あ
る
こ
と
、

以
上
の
点
は
本
稿
の
冒
頭
で
も
す
で
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
(
序
刷
参
照
)
。

こ
れ
ら
の
点
に
加
え
て
留
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
法
令
を
直
接
争
う
憲
法
抗
告
に
は
当
該
法
令
の
施
行
後
一
年
以
内
と
い
う
出
訴
期
限
が

謀
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
(
後
述
2
凶
刷
参
照
)
、
施
行
後
一
年
を
超
え
て
い
る
法
令
に
つ
い
て
、
私
人
が
そ
の
合
憲
性
を
争
お
う
と
す
る
と
き

は
、
専
門
別
裁
判
所
の
裁
判
手
続
に
お
い
て
前
提
問
題
型
の
違
憲
審
査
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ

の
際
、
制
憲
後
の
法
形
式
上
の
法
律
が
違
憲
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
専
門
別
裁
判
所
か
ら
の
争
点
提
起
↓
具
体
的
法
規
審
査
手
続
の

開
始
が
必
要
と
な
る
(
前
述
②
参
照
)
。
し
か
し
、
争
点
提
起
を
す
る
か
否
か
は
当
該
裁
判
所
の
決
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
(
前
述
①
参
照
)
、

終
審
ま
で
遂
に
具
体
的
法
規
審
査
手
続
に
至
る
こ
と
な
く
終
わ
る
ケ
1
ス
も
当
然
あ
り
う
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
直
接
に
は
専
門
別
裁
の
(
終

審
)
裁
判
を
攻
撃
対
象
に
据
え
る
形
の
憲
法
抗
告
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
先
決
問
題
と
し
て
適
用
法
規
の
合
憲
性
を
争
う
こ
と

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

(a) 

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
に
は
、
憲
法
抗
告
に
関
す
る
規
定
が
二
つ
見
出
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
第
九
章
「
司
法
(
河
巾
与
片
山
胃

R
E
Z
)」
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(2) 

制
度
の
根
拠
規
定



説

一
は
九
三
条
一
項
四

a
号
、
他
は
九
四
条
二
項
二
段
で
あ
る
。

①
ま
ず
、
九
三
条
一
項
は
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
裁
判
(
町
三
月

Z
E
S
)
す
る
」
(
一
段
)
と
し
た
う
え
で
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
扱
う
裁
判
手
続
(
訴
訟
の
種
類
と
し
て
四
つ
の

i
l連
邦
機
関
相
互
間
の
争
訟
(
一
号
)
・
い
わ
ゆ
る
「
抽
象
的
法

規
審
査
」
(
二
号
)
・
連
邦
対
州
の
憲
法
上
の
管
轄
を
め
ぐ
る
争
訟
(
三
号
)
・
連
邦
対
州
ま
た
は
州
相
互
間
の
そ
の
他
の
争
訟
(
四
号
)
|
|

に
続
き
、
同
項
四

a
号
で
次
の
裁
判
手
続
類
型
を
掲
げ
る
。
す
な
わ
ち
、

(
九
二
条
l
一
O
四
条
)
中
の
規
定
で
あ
り
、

論

「
何
び
と
も
、
公
権
力
に
よ
り
自
ら
の
基
本
権
の
い
ず
れ
か
、
ま
た
は
第
二

O
条
四
項
、
第
三
三
条
、
第
三
八
条
、
第
一

O
一
条
、
第
一

O
三
条

お
よ
び
第
一

O
四
条
の
内
容
を
成
す
権
利
の
い
ず
れ
か
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
旨
の
主
張
を
も
っ
て
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
憲
法
抗
告
」
。

次
に
、
九
四
条
は
、
一
項
)
段
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
構
成
・
手
続
・
裁
判
の
効
力
に
つ
い
て
は
連
邦
法
律
で
定
め
る
旨
規
定
し
て

い
る
の
に
続
け
て
、
同
項
二
段
で
次
の
ご
と
く
規
定
し
て
い
る
。
日
く
、

② 
「
連
邦
法
律
は
、
憲
法
抗
告
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
司
法
救
済
を
経
由
し
尽
く
す
こ
と
を
要
件
と
し
、
お
よ
び
特
別
の
受
理
手
続
を
規
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
。

す
で
に
度
々
言
及
し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
(
正
式
に
は
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
関
す
る
法
律

E
S
の
2
2
N
5
2
a
S

E
E
B〈
q
p
g
E宮

mmzz一
切
〈

R
告
の
)
」
)
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
地
位
・
機
構
・
手
続
・
裁
判
の
効
力
に
関
し
包
括
的
に
規
定
し
て

(
飴
)

い
る
法
典
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
は
四
つ
の
篇

3
2
-
m
)

か
ら
成
っ
て
お
り
、
第
一
篇
H

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
構
成
と
権
限
(
一
条

l
一
六
条
)
、
第
二
篇
H

裁
判
手
続
総
則
(
一
七
条
l
三
五
条
)
、
第
三
篇
H

裁
判
手
続
各
則
(
三
六
条
l
九
六
条
〔
九
七
条
は
「
削
除
」
の
ま
ま

と
な
っ
て
い
る
〕
)
、
第
四
篇
H

補
則
(
九
八
条
l
一
O
七
条
)
、
と
な
っ
て
お
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
管
轄
す
る
一
五
種
類
の

(b) 

(
本
案
)
裁
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判
手
続
各
々
の
特
有
の
手
続
要
件
に
関
し
て
は
、
第
三
篇
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
章
(
〉
宮
内
吉
正
)
で
規
定
さ
れ
(
一
章
l
一
五
章
〔
一
六
章
は
「
削

除
」
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
〕
)
、
仮
命
令
手
続
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
(
本
案
)
裁
判
手
続
の
種
類
す
べ
て
を
通
じ
問
題
に
な
り
う
る
も
の

と
し
て
、
第
二
篇
中
に
関
係
規
定
(
三
二
条
)
を
置
い
た
う
え
で
、
各
(
本
案
)
裁
判
手
続
の
種
類
ご
と
に
必
要
に
応
じ
て
特
則
を
定
め
る

体
裁
を
採
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
①
第
二
篇
中
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
管
轄
す
る
(
本
案
)
裁
判
手
続
の
種
類
を
列
挙
し
た
規
定
(
一
一
一
一

条
)
に
「
憲
法
抗
告
」
も
掲
げ
ら
れ
て
お
り
(
同
条
八

a
号
)
、
ま
た
、
②
第
三
篇
第
一
五
章
(
「
第
一
三
条
八

a
号
の
事
件
の
手
続
」
)
冒
頭

の
規
定
(
九
O
条
一
項
)
が
、
基
本
法
九
三
条
一
項
四

a
号
と
ほ
ぼ
同
じ
文
面
で
「
憲
法
抗
告
」
の
何
た
る
か
を
示
す
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

連
邦
憲
法
裁
法
九

O
条
の
規
定
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

第
九
O
条

(1) 

何
び
と
も
、
公
権
力
に
よ
り
自
ら
の
基
本
権
の
い
ず
れ
か
、
ま
た
は
基
本
法
第
二

O
条
第
四
項
、
第
一
二
三
条
、
第
一

O
一条、

第一

O
三
条
お
よ
び
第
一

O
四
条
の
内
容
を
成
す
自
ら
の
権
利
の
い
ず
れ
か
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
旨
の
主
張
を
も
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法

憲法抗告における適法要件の構造(1 ) 

抗
告
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(2) 

当
該
侵
害
を
争
う
司
法
救
済
経
路
が
適
法
で
あ
る
と
き
は
、
憲
法
抗
告
は
、
司
法
救
済
経
路
を
尽
く
し
た
の
ち
に
は
じ
め
て
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
但
し
、
憲
法
抗
告
が
普
遍
的
意
義
を
有
し
て
い
る
と
き
、
ま
た
は
、
抗
告
人
が
ま
ず
も
っ
て
司
法
救
済
経
路
の
経
由
を
求
め
ら
れ
た
場

合
に
は
抗
告
人
に
重
大
か
つ
不
可
避
的
な
不
利
益
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
司
法
救
済
経
路
を
尽
く
す
前
に
起
こ
さ

れ
た
憲
法
抗
告
に
関
し
て
、
直
ち
に
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(3) 

州
憲
法
上
の
権
利
に
基
づ
い
て
州
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
抗
告
を
提
起
す
る
権
利
は
、
影
響
を
受
け
な
い
。

同
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
現
行
法
上
の
根
拠
規
定
で
あ
る
が
、
実
は
憲
法
抗
告
制
度
は
当
初
基
本
法
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
基
本
法
起
草
過
程
で
は
、
憲
法
抗
告
制
度
を
基
本
法
で
定
め
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
が
、
公
権
力
に
よ
る
権
利
侵
害
を
争
う
司
法
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説

救
済
の
包
括
的
保
障
(
現
在
の
基
本
法
一
九
条
四
項
)
が
基
本
権
規
定
と
し
て
置
か
れ
た
た
め
、
こ
れ
と
別
に
憲
法
抗
告
を
基
本
法
に
規
定

す
る
こ
と
の
必
要
性
が
疑
わ
れ
る
と
と
も
に
、
他
の
争
訟
に
対
す
る
憲
法
抗
告
の
関
係
を
い
か
に
定
め
る
べ
き
か
に
関
し
て
も
方
向
は
固
ま

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
管
轄
に
関
す
る
基
本
法
の
規
定
(
九
三
条
)
で
、
管
轄
事
項
と
し
て
機
関
争
訟
・
抽
象
的

法
規
審
査
・
連
邦
対
州
の
争
訟
・
州
相
互
間
(
な
い
し
一
州
内
)
の
公
法
上
の
争
訟
・
「
こ
の
基
本
法
に
規
定
さ
れ
た
そ
の
他
の
場
合
」
を

列
挙
し
た
う
え
で
(
同
条
一
項
)
、
「
以
上
の
ほ
か
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
連
邦
法
律
で
指
定
さ
れ
た
そ
の
他
の
場
合
に
職
務
を
行
う
」
(
同

条
二
項
)
と
し
て
、
法
律
に
よ
る
憲
法
抗
告
制
度
採
用
の
余
地
を
残
し
つ
つ
も
、
結
局
、
憲
法
抗
告
を
基
本
法
の
条
文
に
盛
り
込
む
こ
と
は

(ω) 

見
送
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

論

一
九
五
一
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
で
は
、
第
三
篇
第
一
五
章
が
「
憲
法
抗
告
」
と
題
さ
れ
、
憲
法
抗
告
制
度
が
定
め
ら
れ
る

(

刈

)

(

礼

)

(

η

)

と
こ
ろ
と
な
っ
た
(
法
九

O
条
!
九
六
条
)
。
こ
の
制
度
は
も
と
も
と
通
常
の
法
律
に
根
拠
を
有
す
る
も
の
と
し
て
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

制
度
発
足
の
当
初
か
ら
予
想
を
遁
か
に
上
回
る
件
数
の
憲
法
抗
告
が
提
起
さ
れ
、
連
邦
憲
法
裁
の
過
重
負
担
を
も
た
ら
し
た
た
め
、
や
が
て

(
明
日
)

憲
法
抗
告
制
度
の
廃
止
を
説
く
憲
法
学
者
も
現
れ
た
が
、
政
治
部
門
は
、
憲
法
抗
告
が
市
民
を
し
て
憲
法
と
の
つ
な
が
り
を
実
感
さ
せ
(
百

(
九
)

包
括

Z
Z
E百
二
凶
mNH
巾F
E
m
N
ロ
『
〈
巾
円
四
日
田
口
ロ
聞
耳
百
四
巾
ロ
)
、
憲
法
の
発
展
に
寄
与
す
る
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
自
身
の
意
向
を
も
踏
ま
え
て
、
予
備
審
査
・
受
理
手
続
の
導
入
に
よ
る
濫
訴
対
策
(
後
述
3
)
を
講
じ
っ
て
憲
法
抗
告
制
度
を
維

し
か
し
、

持
す
る
立
場
を
採
り
続
け
た
。

(
お
)

そ
の
後
、
一
九
六
八
年
の
基
本
法
改
正
で
、
非
常
事
態
に
関
す
る
一
連
の
規
定
が
基
本
法
に
置
か
れ
る
に
至
っ
た
が
、
こ
れ
に
伴
い
防
衛

上
の
緊
急
事
態
に
あ
っ
て
は
、
連
邦
議
会
・
連
邦
参
議
院
そ
れ
ぞ
れ
の
議
員
の
代
表
者
か
ら
成
る
小
人
数
の
合
同
委
員
会
(
C
2
2
ロ
Z
B
R

〉

5国
内

EP)
が
、
連
邦
議
会
の
速
や
か
な
集
会
・
活
動
が
不
可
能
で
あ
る
旨
を
自
ら
認
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
邦
議
会
・
連
邦
参
議

院
の
権
能
を
代
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
(
基
本
法
五
三

a
条
・
二
五

e
条
一
項
)
。
そ
の
際
、
合
同
委
員
会
は
基
本
法
改
正
の
権

北法45(4・32)560 



能
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
ほ
か

(
基
本
法
二
五

e
条
二
項
一
段
)
、
合
同
委
員
会
に
よ
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の
改
正
に
関
し
て
、
連
邦
憲

法
裁
の
見
解
に
従
っ
て
も
裁
判
所
の
本
務
遂
行
能
力
を
維
持
す
る
に
必
要
と
認
め
ら
れ
う
る
範
囲
内
に
限
る
、
と
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
た
が

(
基
本
法
一
一
五
g
条
)
、
こ
の
制
約
に
つ
き
連
邦
議
会
法
制
委
員
会
で
は
、
合
同
委
員
会
が
憲
法
抗
告
制
度
を
廃
止
す
る
た
め
の
法
律
改
正

を
行
う
余
地
が
直
ち
に
閉
ざ
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
憲
法
抗
告
制
度
は
非
常
事
態
に
あ
っ
て
も
廃
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
こ
れ
を
基
本
法
上
の
制
度
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
、
と
の
見
地
か
ら
、
ほ
ど
な
く
基
本
法
改
正
が
再
度
行
わ
れ
(
一

(

町

内

)

九
六
九
年
一
月
)
、
現
在
の
基
本
法
九
三
条
一
項
四

a
号
・
九
四
条
二
項
二
段
が
挿
入
さ
れ
た
。
抵
抗
権
(
基
本
法
二

O
条
四
項
)
が
憲
法
抗

告
で
主
張
し
う
べ
き
被
侵
害
権
利
に
加
え
ら
れ
た
の
も
こ
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
基
本
法
改
正
は
そ
れ
ま
で
の
法
律
上
の
憲
法
抗
告

(η) 

制
度
に
実
質
的
変
更
を
加
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
抗
告
制
度
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
運
用
実
例
・
こ

(
沌
)

れ
に
即
し
て
展
開
し
て
き
た
解
釈
論
と
の
連
続
性
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
憲
法
抗
告
制
度
を
通
常
の
法
律
で
廃
止
す
る
こ

(
乃
)

と
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

憲法抗告における適法要件の構造(1 ) 

凶
聞
か
く
し
て
現
在
の
基
本
法
に
は
、
「
何
び
と
も
、
公
権
力
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
司
法
救
済
経
路
(
河
2
耳
目
垣
内
問
)

を
閉
ざ
さ
れ
な
い
」
(
一
九
条
四
項
一
段
)
と
し
た
う
え
で
、
「
他
に
管
轄
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
通
常
裁
判
権
に
よ
る
救
済
経
路

(。E
g
E円
F
R
p
n
Z
Z巾
間
)
が
与
え
ら
れ
る
」
(
同
二
段
)
と
定
め
、
公
権
力
の
権
利
侵
害
に
対
す
る
司
法
救
済
を
包
括
的
に
保
障
し
た

規
定
が
置
か
れ
て
い
る
一
方
で
、
連
邦
憲
法
裁
へ
の
憲
法
抗
告
を
通
じ
た
法
的
救
済
の
保
障
も
並
立
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
保
障
の
射
程
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
両
者
の
射
程
を
あ
ら
か
じ
め
簡
単
に
比
較
し
て
お
こ
う
。

①
憲
法
抗
告
手
続
で
は
法
令
・
裁
判
判
決
を
も
攻
撃
対
象
と
し
う
る
の
で
あ
り
、
す
で
に
三
一
一
目
し
た
よ
う
に

(
1
川
同
②
参
照
)
、
こ
の

手
続
を
通
じ
て
争
え
る
「
公
権
力
」
に
よ
る
基
本
権
侵
害
と
は
、
立
法
権
・
司
法
権
を
も
含
め
た
「
公
権
力
」
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。



説

こ
れ
に
対
し
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
い
う
「
公
権
力
」
に
は
立
法
権
も
司
法
権
も
含
ま
れ
な
い
、
と
す
る
の
が
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
で

(ω) 

ホ
り
ヲ
心
。

首命

②
憲
法
抗
告
手
続
で
救
済
を
求
め
う
る
の
は
、
専
ら
基
本
権
そ
の
他
の
一
定
の
憲
法
上
の
権
利
に
限
ら
れ
る

(
l
川
同
③
参
照
)
。
他
方
、

基
本
法
一
九
条
四
項
は
公
権
力
に
よ
る
権
利
侵
害
一
般
に
対
す
る
司
法
救
済
を
保
障
し
て
お
り
、
憲
法
抗
告
に
お
け
る
よ
う
な
限
定
は
な
い
。

③
い
ま
ひ
と
っ
こ
こ
で
言
及
し
て
お
く
べ
き
は
、
憲
法
抗
告
を
通
じ
た
法
的
救
済
手
続
そ
の
も
の
は
基
本
法
一
九
条
四
項
に
い
う
「
司

法
救
済
経
路
」
に
当
た
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
、
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
一
九
条
四
項
は
そ
も
そ
も
、
「
争
わ
れ
て
い
る
当
該
公
権
力
の
措
置
の
性
格
に
そ
の

都
度
見
合
う
裁
判
手
続
類
型
」
ま
で
を
も
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
個
々
の
市
民
の
利
益
を
損
な
う
高
権
行
為
が
何
ら
か
の
裁
判
手
続

(
飢
)

で
審
査
さ
れ
う
る
こ
と
」
を
保
障
し
て
い
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
同
項
二
段
に
い
う
「
他
の
管
轄
」
と
は
「
憲
法
裁
判
権
を

念
頭
に
置
く
も
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
同
項
の
趣
旨
は
、
「
通
常
裁
判
権
な
い
し
行
政
裁
判
権
に
よ
る
救
済
経
路
に
何
ら
か
対
応
す
る

司
法
救
済
経
路
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
通
常
裁
判
権
に
よ
る
救
済
経
路
を
聞
こ
う
と
す
る
主
義
を
採
る
」

に
あ
る
。
し
か
し
、
「
憲
法
抗
告
は
か
か
る
司
法
救
済
経
路
で
は
な
い
。
そ
れ
は
連
邦
憲
法
裁
法
九

O
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
の
保
護

の
み
に
限
定
さ
れ
た
、
憲
法
に
則
っ
た
最
終
の
法
的
救
済
手
続
で
あ
り
、
裁
判
官
に
よ
る
審
査
一
般
を
得
る
た
め
の
そ
の
ほ
か
の
機
会
が
す

(
一
位
)

ベ
て
尽
く
さ
れ
た
と
き
に
か
ぎ
り
、
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
、
と
憲
法
裁
は
説
く
。
そ
し
て
、
こ
の
説
示
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
憲
法
抗

告
の
機
会
自
体
は
一
九
条
四
項
に
い
う
「
司
法
救
済
経
路
」
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
、
と
一
般
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る

(
お
)

の
で
あ
る
。
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説論

(
4
)
'切
な
き
(
Z
ω
)
・
ω
当
。
・
こ
の
点
と
の
関
連
で
め
S
E
♀
(
z
e
-
∞
合
同
(
河
口
∞
同
)
の
叙
述
が
参
考
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
シ
ユ
ラ
イ
ヒ
は
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
す
る
列
記
主
義
の
確
認
に
続
け
て
、
個
々
の
裁
判
手
続
形
式
に
係
る
管
轄
権
の
域
に
止
ま
ら
な
い
も
の
と
し

て
の
憲
法
裁
判
権
と
い
う
統
一
的
概
念
は
果
た
し
て
成
り
立
つ
の
か
、
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
点
に
関
連
す
る
事
情

と
し
て
、
「
今
日
我
々
が
憲
法
裁
判
と
称
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
に
は
、
時
代
と
背
景
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
多
様
な
伝
統
が
合
流
し
て
」
お
り
、

ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
権
の
端
緒
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
つ
い
て
は
学
説
で
も
区
々
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
|
|
あ
る
い
は
神
聖
ロ

1
マ
帝
国
期
と

さ
れ
(
連
邦
制
型
争
訟
の
起
源
・
の
ち
の
憲
法
抗
告
の
萌
芽
形
態
は
帝
室
裁
判
所
の
管
轄
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
て
あ
る
い
は
一
九
世
紀
と

さ
れ
(
当
時
の
ド
イ
ツ
立
憲
主
義
は
機
関
争
訟
の
基
盤
を
与
え
た
て
あ
る
い
は
一
九
一
一

O
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
(
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
立
法

府
統
制
の
導
入
)
の
時
点
と
も
さ
れ
る
|
!
、
に
触
れ
て
い
る
。

な
お
、
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
制
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
序
注

(
7
)
所
掲
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
5
)
句
言
語
(
Z
ω
)
・
ω
。
、
苫
一
町
三
重
H
h
H
F
切
H苦
2
0
・
〈
q
p
g
ロ
ロ
間
的
問
q
x
E
印
F
R
r
F
E
-
∞
g
E
¥
冨
巴
F
D
r
『
¥
〈
O
間
巾
-
(
国
間
)
・
国
自
己
σ
ロ
円
『
己
巾
印
〈
巾
「
『
回
目
l

印
ロ
ロ
岡
田
『
巾
円
『
昨
日
仏
R
E
E
2
5
宮
σ
z
r
u
g
S
F
E
E
-
H
〉
色

-uzロ
¥
Z
2
5
込
者
白
一
昨
巾
「
号
。

E
三
2
5
∞
ω
・
∞
-
H
N
印
ω
片
目

(
H
N
S
)
〔
邦
訳
一

ヘ
ル
ム

l
ト

ジ

i
モ
ン
(
永
田
秀
樹
訳
)
「
憲
法
裁
判
(
上
)
」
大
分
大
学
経
済
論
集
三
九
巻
三
号
(
一
九
八
七
年
)
六
人
頁
以
下
(
八
一
頁
)
〕
・

(6)
町
内
向
。
芸
(
z
e
-
∞
-
H
N
叶
(
河
口
ω
。
H
)
・

(
7
)
匂
な
き
(
Z
ω
)
唱
∞
句
、
吋
∞
一
同
・
同
目
、
芸
(
Z
ω
)
・
ω
-
H
N
叶
(
河
口
ω
C
N
)
・

(
8
)
本
文
で
以
下
に
掲
げ
る
類
型
化
・
分
類
範
障
の
指
称
は
、
尽
き
言
N
白
(
Z
ω
)
-
∞
・
2
1
2
8
N
E
g
-
2
)
に
範
を
採
っ
た
も
の
で
あ
る
。

他
の
論
者
に
よ
る
類
型
化
と
し
て
、
〈
包
・
切
な
芸
(
Z
ω
)
-
∞
・
ゆ
叶
∞
・
同
-
h
な
芸
(
Z
ω
)
・
∞
-
H
N
叶
内
(
河
口
・
ω
C
N
ω
C
斗
)
一
年
と
b
R
F
(
Z
ω
)
'
ω
斗
主

(
河
口
・
斗
)
一
勾
札
尋
問
書
(
Z
ω
)ヨ

ω
・
H
O
ω
。
(
〉
『
門
E
ω
ω
河
N
-
N
)
一
巳
言
問
、
3
8
3言
言
、
宮
内
〈
q
p
臼
田
口
口
問
印
間
巾
ユ
円
『
昨
日
σ
R
Z
芹
吉
己
巾
『
∞
ロ
ロ
品
巾
印
「
岳
=
E
H
r

u
g
g
n
E
E
口
B
・
E
-
同
町
『
自
白
ロ
ロ
玄
己
的
]
巾
「
(
回
開
)
・
〈
q
p
印
印
ロ
ロ
四
日
間
巾
ユ
円
E
Z
F
白
「
}
州
内
耳
目
島
町
吋
の
巾
問
巾
口
当
恒
三
・
問
。
-
口
¥
∞
巾
『
}
回
口
一
わ
出
ユ
国
巾
山
、
目
白
ロ
ロ
的
]
戸
川
W
A

凶N・ω・

∞
匂
民
(
]
C
叶
同
町
・
)
一
』
ミ
S
旬
、
ミ
ミ
ミ
・
〉
え
Z
F
N
5
g
ロ
【
凶
G
r
u
z
ロ
品
〈
R
P
F
『
巾
ロ
ヰ
巾
凶
∞
ロ
旦
巾
的
〈
巾
『
同
白
山
田
口
口
岡
田
間
巾
三
円
F
F
E
一
∞
=
ロ
己
巾
凹
〈
巾
「
同
白
回
目
ロ
ロ
岡
田
-

m
巾
『
戸
内
Z
H
匂
印
H
l
H
句
、
吋
戸
}
〈
白
ユ
印
「
=
町
内
一
わ
司
冨
巳
ぽ
『
同
句
、
吋
「
∞
印
。
同
町
'
(
め
品
問
問
・
)
・
一
同
s
s
h
R
P
喜
界
回
ロ
ロ
己
巾
印
〈
巾
『
同
曲
師
回
巳
口
問
印
岡
市
江
門
町
広
岡
巾
印
巾
門
N
-
ω
・

〉
ロ
ロ
冨
ロ
ロ
円
『
巾
ロ
・
の
国
∞
巾
円
r
H
句
、
吋
ω
・
ω
-
品
。
『
・
(
明
日
ロ
}
・
〉
口
昌
印
)
・

な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
管
轄
す
る
裁
判
手
続
の
類
型
化
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
川
添
利
幸
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
憲
法
訴
願
〈
巾
『
『
即
日

E
諸
島
町
凹
円
F
5
「
品
。
の
本
質
L

公
法
研
究
二
四
号
(
一
九
六
二
年
)
一
五

O
頁
以
下
(
一
五
一
一
一
頁
注
(

1

)

)

、
野
中
俊
彦
「
憲
法
裁
判
に
お

北法45(4・36)564



憲法抗告における適法要件の構造(1 ) 

け
る
仮
処
分
」
金
沢
法
学
一
四
巻
一
号
(
一
九
六
八
年
)

類
に
依
拠
し
て
い
る
。

(
9
)
a
町
民
な
S
(
Z
N
)
・
∞
-
H
N
叶
(
河
口
・
ω
C
ω
)
・

(
叩
)
』
》
S
H
B
r
h
S
(
Z
ω
)
・
ω
∞
ω
(
間
N
河
口
・
∞
同
)

(
日
)
同
同
』
2
詰
(
Z
ω
)
・
ω
'
H
N
斗
(
河
口
・
ω
。
ω
)
・

(ロ
)
g
a
〈
間
一
-
E
n
F
h
宮
司
(
Z
ω
)
・
∞
・
2
ム
(
河
口
・
寸
)
日
「
(
狭
義
な
い
し
本
来
の
)
憲
法
上
の
争
訟
」
と
い
う
指
称
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、

ω・

ωを
「
い
わ
ば
古
典
的
な
手
続
類
型
」
と
し
て
一
括
し
た
う
え
で
、
両
者
に
共
通
の
特
徴
と
し
て
手
続
の
「
対
決
構
造
」
性
を
指
摘
す
る
。
こ

れ
ら
の
手
続
の
「
古
典
」
性
の
意
味
あ
い
に
つ
い
て
は
、
注

(
4
)
参
照
。

(
日
)
そ
こ
で
「
対
決
構
造
型
争
訟
手
続
」
の
語
を
こ
の
分
類
範
時
の
指
称
と
し
て
用
い
る
論
者
も
あ
る
。
∞
戸
岳
町
、
三
g
h
s
E
言

(
Z
∞
)
・
ω
・
5
叶
・

〈
同
日
-
E
円
宮
町
・
~
S
H
S
(
Z
ω
)
・
∞
-
H
N
斗
(
河
口
ω
。
ω
)
一
分
類
範
鳴
を
「
本
来
の
憲
法
上
の
争
訟
(
対
決
構
造
型
手
続
)
」
と
称
し
て
い
る
。

(
U
)
め
な
き
(
Z
8
・
∞
・
句
、
吋
∞
-
P
E
S
忌

(
Z
ω
)
・
∞
-
め
(
河
口
・
∞
)
・

(
日
)
~
山
内
芝
三
円
廿
(
Z
ω
)
・
ω
h
p
G
N
同
町
・
(
河
口
・
∞
・
8
R
・
)
・
ま
た
、
白
川
町
内
書
(
Z
ω
)
・
∞
・
2
∞
も
「
機
関
争
訟
」
と
「
連
邦
制
型
争
訟
L

と
を
別
個
の
カ
テ

ゴ
リ
!
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

(
日
)
ω
ぽ
宮
恩
師
同
日
目
。
h
h
B
(
Z
ω
)司

ω
・
宝
(
間
N
河
口
忠
)
・
h
s
-
町
、
(
Z
ω
)
・
∞
・
叶
品
品
(
河
口
・
3
・

3
詰
砕
き
(
Z
ω
)
・
ω
・
5
ω
。
(
〉
『
寸
g
m
N
・

s-ま
た
、

E

切
円
P
E
R
F
(
Z
ω
)
も
「
法
規
審
査
手
続
」
と
題
す
る
章
(
ω
・
2
町
内
{
河
口
・
5
ω
ほ
]
)
の
な
か
で

ωl川
と
あ
わ
せ
て
「
先
例
離
反
の
争
点
提
起
」

を
取
り
上
げ
解
説
し
て
い
る
お
-
H
H
O
ロ
・
[
河
口
・
コ
N
R
]
)
。
こ
れ
に
対
し
、
付
を

ωl川
と
同
じ
類
型
に
括
る
の
は
困
難
で
あ
る
、
と
す
る
も

の
と
し
て
、
〈
四
戸
町
民
百
四
§
(
Z
ω
)
・
ω
H
N
∞
(
河
口
・
8
斗
)
こ
の
点
に
つ
き
本
文
後
述
⑤
参
照
。

(
刀
)
町
内
E
S
(
Z
ω
)
-
∞
-
H
N
叶
(
河
口
・
ω
。
九
時
)
・
但
し
、
彼
が
川
刊
を

ωlu川
と
同
一
の
類
型
に
含
め
て
い
な
い
こ
と
は
、
前
注
に
も
触
れ
た
と
お
り
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
自
身
は
川
l
判
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
に
止
ま
る
。

(時

)
a
p
S目。
N
N
B
(
Z
ω
)
・
ω
・
2
8
N
河
P
S
)
・
h
b堅
実

(
Z
ω
)ヨ
ω
・
2
品
(
河
口
e

斗)・

b

尽
き
-
R
N
B
(
Z
ω
)
・
ω
・
2
8
N
E
5
)
'

(
叩
)
h
害時苛

(
Z
ω
)
・
的
立
仏
(
河
口
・
斗
)
一
、
3
2
S
言
言

(
Z
∞
)
'
ω
呂
∞
〈
四
-
E
岳
町
出
向
芸
(
Z
3
・
ω
H
N
叶
(
河
口
ω
O
品
)
一

ωiハ
刊
を
「
法
の
客
観

的
確
認
(
o
z
m
r
t
z
F
n
z
Z
何
回
互
巴
口
口
問
)
を
目
的
と
す
る
手
続
」
と
し
て
類
型
化
す
る
。

(却
)
H
U
S昨日目。民自

(
Z
ω
)
・
ω
・
。
ω
(
間
N
河
口
。
N
)
.
，
同
町
芝
由
R
F
(
Z
ω
)
・
ω
∞
・
。
∞
同
町
(
河
口
∞
'
H
(〕

ω
民
・
)
〈
m-
・
2
円
『
句
な
き
(
Z
ω
)
・
ω
-
m
w
斗
戸
市
w
∞
N
片
岡
・
一
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一
頁
以
下
(
一
二
三
頁
注
(

1

)

)

。
|
|
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
レ
ッ
ヒ
ナ
l
の
分

b
』
宗
呂
志
苫
(
Z
ω
)
・
∞
-
H
C
ω
C
(
〉
ユ
・
山
呂
田
山
N
-
N
)
一
司
え
ミ
ミ
(
Z
∞
)
・
ω
・
。
品
・
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憲法抗告における適法要件の構造(1)

型
と
し
て
捉
え
る
点
に
関
す
る
限
り
、
論
者
の
分
類
法
に
は
一
致
が
み
ら
れ
る
(
注

(
8
)
所
引
の
文
献
参
照
)
。
〈
間
「
与
2

h
喜一ミ

(
Z
ω
)
・∞

2
A
(河
口
ご
い
選
挙
・
議
員
資
格
の
審
査
手
続
を
「
対
決
構
造
型
」
の
手
続
と
ひ
と
括
り
に
す
る
こ
と
を
避
け
る
一
方
で
、
グ
機
関
に
よ
る
あ
ら

ゆ
る
職
権
行
使
の
正
当
化
連
鎖
は
、
議
員
の
議
席
取
得
の
合
法
性
に
遡
る
も
の
で
、
そ
れ
が
機
関
と
し
て
の
合
法
な
活
動
の
根
本
的
前
提
だ
か
ら
、

選
挙
・
議
員
資
格
の
審
査
手
続
は
「
着
想
の
点
で
機
関
争
訟
手
続
の
周
辺
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

(
m
E
S
E
-
n
F
q
d
自
r
z
z
ι
2

。
ぉ
自
由
可
巳
守
q
p
F
『
巾
ロ
帥
)
」
だ
w

と
も
言
う
。

(
お
)
恩
師
円
B
Z
N白

(
Z
ω
)
・
ω

8

8

N

河口・

2)'
め円
F
E
§
(
Z
ω
)
・
ω
・
⑦
叶
内
(
河
口

50)
一
3
3砕き

(
Z
ω
)
・
ω

呂
ω
C
(〉ユ・

8

河
N
-
N
)
一

同--ASS-H白
F
S
(
Z
ω
)
・
ω
-
H
O
∞
・
』
つ
ミ
ミ
ミ

(
Z
ω
)
・
∞
。
。
一

hRFJ3
向、
(
Z
ω
)
・
ω
品
。
(
巴
ロ
-
-
〉
ロ
戸
町
)
-

(M)
基
本
法
九
九
条
を
、
つ
け
る
連
邦
憲
法
裁
法
七
三
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
「
憲
法
上
の
争
訟
」
の
手
続
当
事
者
と
な
り
う
る
の
は
、

州
の
最
上
級
機
関
な
い
し
固
有
の
権
利
を
承
認
さ
れ
て
い
る
そ
の
構
成
部
分
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
い
う
「
憲
法
上
の
争
訟
」

と
は
機
関
争
訟
の
み
に
限
定
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
(
恩
師
芝
R
S
宮
ω
]
-
m・
5
0
[間
己
河
口
・
印
]
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法

九
九
条
の
趣
旨
は
各
州
が
独
自
の
憲
法
裁
を
設
置
す
る
の
を
放
棄
す
る
余
地
を
与
え
る
点
に
あ
る
、
と
し
て
、
同
条
に
い
う
「
憲
法
上
の
争
訟
」

と
は
機
関
争
訟
に
限
ら
れ
な
い
、
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
(
〈
包

E
0・∞
-
E
∞
[
m
H
H
河口

N]
・
ト
害
時
『

[
Z
ω
]
・
ω
・
芯
∞
『
[
河
口
品
∞
]

』
巾
垣
内
正
自
宅

Z
)
。
従
来
こ
の
規
定
を
活
用
し
て
連
邦
憲
法
裁
に
州
憲
法
裁
判
所
と
し
て
の
職
務
を
委
ね
て
き
た
の
は
シ
ユ
レ

l
ス
ヴ
ィ
ヒ
H

ホ
ル
シ
ユ
タ
イ
ン
州
の
み
で
あ
る
が
(
〈
包
含
N
E
3
a
B
-
R
N
P
E。・∞
-
H
へ
志
向
[
閉
口
河
口
・
印
]
一
同
ミ
干
の

saNHミ
-
G
S、
E
m
N
5
5ロ門誌
mrm
芹
母
国

∞巴ロ門日巾凹〈巾円同国的目ロロ岡山間巾ユ円
F
Z
Z
-
E
B巾凹〈巾ユ同国印己ロ阿国「巾円
F
E
n
F
m口
。
『
悶
吉
田
守
巳
守
R
P
U
『
巾
戸
〉
。
日
出
回
同
∞
[
同
市
Xwω]
・
∞
。
。
ロ

[U1ω

円
]
)
、
そ
こ

で
は
機
関
争
訟
の
ほ
か
、
抽
象
的
法
規
審
査
手
続
も
連
邦
憲
法
裁
に
託
さ
れ
て
き
た
(
一
九
四
九
年
州
憲
章
三
七
条
、
一
九
九

O
年
州
憲
法
四
二
・

四
四
条
)
。
こ
の
点
、
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
も
、
州
が
基
本
法
九
九
条
を
根
拠
と
し
て
抽
象
的
法
規
審
査
を
連
邦
憲
法
裁
に
委
ね
う
る
こ
と
を
承

認
し
て
い
る
宙
〈
巾
『
お
開

ω
∞
-
N
印∞

[
N
S
]
)
。
〈
包
-
E
n
F
∞
〈
巾
三
の
何
叶
司
ゴ
(
∞
ω)
・
州
が
基
本
法
九
九
条
の
規
定
を
活
用
し
た
場
合
、
連
邦
憲

法
裁
が
当
然
に
、
基
本
法
一

O
O条
に
よ
り
州
憲
法
適
合
性
に
係
る
具
体
的
法
規
審
査
の
裁
判
を
行
う
べ
き
「
当
該
州
の
憲
法
上
の
争
訟
に
つ

き
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
」
と
な
る
、
と
す
る
。

(
お
)
同
・
同
な
さ

(
Z
ω
)
・
ω
H
N
∞
(
河
口

ω
C
3
.
，同時尽き

(
Z
ω
)
・
ω
H
C
N
叶

(
お
)
肉
・
内
向
3
3
2
3
・∞・

5
∞
(
河
口

ω
。
斗
)
・
も
っ
と
も
、
そ
の
理
由
が
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
く
、
こ
の
手
続
形
式
が
「
判
例
統

一
の
た
め
」
の
手
続
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
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説論

(
幻
)
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
官
構
成
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
永
田
秀
樹
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
地
位
、
組
織
お
よ
び
裁
判
官
の
選
任
」

大
分
大
学
経
済
論
集
三
三
巻
五
号
(
一
九
八
二
年
)
一
頁
以
下
、
野
中
俊
彦
「
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
人
的
構
成
」
金
沢
大
学
法
文
学

部
論
集
法
学
篇
一
七
(
一
九
七

O
年
)
一
二
三
頁
以
下
。

(
お
)
連
邦
憲
法
裁
が
そ
も
そ
も
二
つ
の
法
廷
か
ら
成
る
「
双
身
裁
判
所

(
N
三
巨
ロ
岡
田
岡

R
E呂
)
」
と
し
て
構
成
さ
れ
た
の
は
、
憲
法
裁
判
所
を
伝
統

的
な
司
法
の
観
点
か
ら
み
る
者
と
政
治
的
な
観
点
か
ら
み
る
者
と
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
こ
と
、
連
邦
憲
法
裁
の
発
足
当
初
、
「
法
律
的
」
事
件

が
第
一
法
廷
に
配
さ
れ
「
政
治
的
」
事
件
が
第
二
法
廷
の
管
轄
と
さ
れ
た
の
も
、
そ
う
し
た
背
景
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
に
つ
い
て
は
、

参
照
、
高
見
勝
利
「
西
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
」
芦
部
信
喜
(
編
)
可
講
座
憲
法
訴
訟
第
1
巻
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八
七
年
)
九
七
頁
以
下
(
一
四
一

士
具
注
(
幻
)
)
。

(
鈎
)
も
っ
と
も
、
連
邦
憲
法
裁
法
自
体
に
掲
げ
ら
れ
た
管
轄
配
分
規
定
は
一
応
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
同
法
一
四
条
四
項
は
、
一
方

の
法
廷
に
負
担
が
持
続
的
に
偏
っ
た
場
合
、
連
邦
憲
法
裁
自
身
が
全
裁
判
官
会
議
の
決
議
に
よ
っ
て
同
条
一
ha'--

一
一
一
項
所
定
の
管
轄
配
分
と
異
な

る
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
お
り
(
こ
の
決
議
は
連
邦
法
律
官
報
に
公
示
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
)
、
実
際
に
も
か
か
る
決
議

に
よ
っ
て
若
干
の
管
轄
修
正
が
図
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
出
町
宮
号
ロ
∞
g
与
Z
P
ι
B
2
2己目的

ι
g
∞〈

q
R
g目
。

H
O
-
-
ゆ∞

N
Eの切戸

日

ω・
コ
ω
印
]
間
早
口
号
ユ
含
「
与
野
忠
豆
島
さ
ヨ

5

5
・
巴
∞
匂
[
∞
の
∞
こ
∞

-NNS])
。
な
お
、
い
ず
れ
の
法
廷
の
管
轄
と
す
べ
き
か
に
疑
義
あ

る
と
き
は
、
連
邦
憲
法
裁
の
正
副
長
官
を
含
む
四
名
の
裁
判
官
か
ら
成
る
委
員
会
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
(
法
一
四
条
五
項
)
、
ま
た
、
一
方

の
法
廷
が
他
方
の
法
廷
の
裁
判
例
と
異
な
る
法
解
釈
を
採
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
両
法
廷
合
同
に
よ
る
裁
判
に
付
さ
れ
る
(
法
一
六
条
一
項
)
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
手
塚
和
男
「
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
部
と
第
二
部
の
管
轄
に
つ
い
て
」
法
学
五

O
巻
七
号
(
一

九
八
七
年
)
一
九
九
頁
以
下
、
高
見
・
前
出
注
(
お
)
二
二
八
l
九
頁
。

(
判
)
手
続
形
式
別
の
件
数
を
示
す
統
計
資
料
で
は
、
個
人
憲
法
抗
告
・
自
治
体
憲
法
抗
告
の
両
者
を
あ
わ
せ
て
「
憲
法
抗
告
」
と
し
て
集
計
さ
れ

る
の
が
常
で
あ
り
(
本
文
に
掲
げ
た
表
の
典
拠
で
あ
る
統
計
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
然
り
で
あ
る
て
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
二
種
の
憲
法
抗
告
そ

れ
ぞ
れ
の
件
数
を
性
格
に
把
む
こ
と
は
で
き
な
い
(
彼
地
の
論
者
も
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
o
m芯
Z
F
S言
え
司
ミ
若
宮
、

U
Z
∞
与
'

印H
E
R
-
g丹
ι日
〈

q
p∞∞ロロ間的ぴ叩印円『当
q
r
-
F
ュ5
・
0
5円
r
q
色町田ロヨ
σ
o
ロ
呂
山
戸
∞
-
N
∞C
)

。
し
か
し
な
が
ら
、
自
治
体
憲
法
抗
告
で
争
え
る

対
象
は
法
令
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
以
下
の
数
字
と
本
文
所
掲
の
表
に
お
け
る
「
宜
忠
法
抗
告
」
全
体
の
年
間
提

起
件
数
と
を
比
較
対
照
す
る
な
ら
ば
、
広
義
の
寸
憲
法
抗
告
」
の
大
半
は
個
人
憲
法
抗
告
で
あ
る
と
み
て
差
し
支
え
な
い
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
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同
日
司
、
白
』
札
』
門
戸
2
3・
司
巴
口
町
片
岡
D口
市
ニ
ロ
ロ
ハ
】
〈
巾
『
同
白
}
】
「
町
ロ
印
『
m
n
E
E円『巾

3
・0F}包
括
己
巾
『

HN巾円『片山山町民
N〈巾『『担印印ロロ岡田ず巾的円}阿君巾「
a

P

5
・

2
2
¥
z
q
N
D
K
C
E
E円『(国間・)・

3
出
汁
認
可
民
庁
内
D
「
君
主
四
百
m
N
2
2
2・
E
N
'
F
Zロ
¥
Z
2
4
2
r…
を
白
庄
内
『

r
pミ
片
目
『
呂
∞
斗
・

ω
Z
N
日同市

(
Z
N印
3

4

H

)

に
は
、
一
九
八
五
年
お
よ
び
一
九
八
六
年
の
両
年
に
お
け
る
「
宜
思
法
抗
告
」
全
体
・
そ
の
う
ち
法
令
を
直
接
争
っ
た
そ
れ
の
年

間
提
起
件
数
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
(
そ
こ
に
一
不
さ
れ
た
各
年
の
「
憲
法
抗
告
」
全
体
の
提
起
件
数
は
、
本
文
所
掲
の
表
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の

年
の
「
憲
法
抗
告
」
|
|
つ
ま
り
両
種
の
憲
法
抗
告
を
あ
わ
せ
た
広
義
の
そ
れ
l
|
の
提
起
件
数
と
一
致
す
る
)
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
令
を
直

接
争
っ
た
憲
法
抗
告
の
年
間
提
起
件
数
は
、
一
九
八
五
年
で
一
二
一
一
件
、
一
九
八
六
年
で
九
一
件
、
で
あ
る
。
第
二
に
、
表
ー
か
ら
は
一
九
六

O
年

l
一
九
七
九
年
の
聞
に
三
五
三
七

O
件
の
憲
法
抗
告
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
同
w
S
2
6
0
5
同
ミ
色
町
、
〈
巾
三
曲
目
山
口
口
岡
田
町
ロ
耳
目
r'

z
z
-
E
ι
gー回出品
2
・
Z
C
E
8
5∞
N-
∞
・
品
。
叶
の
掲
げ
る
数
字
に
従
え
ば
、
こ
の
聞
に
憲
法
抗
告
に
よ
っ
て
争
わ
れ
た
公
権
力
の
措
置
の
数
は
総

数
で
二
七
五
二
ハ
、
そ
の
う
ち
法
律
は
四
三
二
、
裁
判
所
の
裁
判
が
二
二
七
七
二
、
で
あ
る
。

〈
包
出
口
円
『
同
E
H
S
∞
門
司
書
、
同
O
B
B
mロロ巾『己口問

NE
〉
「
片
山
Vω
のの

(N垣間芹
σ
g『
σ巳
門
口
口
問
)
ヨ
一
口
問
。
ョ
ヨ
巾
ロ
g
『
NEB
∞
口
口
口
内
『
の
「
=
ロ

ι問巾印巾片
N-
出国阿国
I

E
品
]
E円
F
E
E
2
5
g
p
F
C印
巾
豆
田
浮
き
印
四
倍
σ
2
m
X
H
2
0・
ω
g
E
-
呂田『
N
E∞
N噂
河
口
・
コ
∞
・
自
治
体
憲
法
抗
告
は
、
申
立
権
者
の
数
も
多
く
な

く
、
厳
格
な
補
充
性
要
件
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
実
際
上
の
重
要
性
は
個
人
憲
法
抗
告
の
そ
れ
に
及
ぶ
べ
く
も
な
い
、
と
言
う
。

(
M
U
)
~
α

尋問苫

(Zω)
・
ω
H
C印
匂
(
〉
ユ

ωω
目

NN
叶

ω)

(
位
)
〈
問
}
同
喝
さ
円
切
さ
吾
、
〉

r
g巾
-Z
早
D
E
S巾
ι
q
p
E
Z
ι
2
∞ロロ込町
2
q
p印印巴口岡田間巾コ門町汁印

-zt弓
巴
∞

C-
∞

N
S寸
『
刊
し
の
皇
宮
ミ
ザ
で
E
Pポ

書
B
S
=
・〉ロ(日巾『口口問印口口〈巾
z
g
N
E
B
∞
口
口
且
巾
印
〈
巾
ユ
白
印
日
ロ
ロ
四
回
岡
町
「

-nFgmm印内庁
N
戸口門目君巾同庁内「巾河内『
C『自己
σ巾ユ巾間一己口町内
p
g
己

B
F白
円
古
¥
の
一
巾
ヨ
巾
ロ
回
(
国
間
)
'

E
E
3
2『『間的自ロ岡山間巾ユ門町片山岡市山市門
N4
出
巳
品
問

-F巾
『
開
・
(
リ
司
豆
丘
一
巾
「

E
S
e
m
-
-
ω
戸
内
問
'
こ
の
点
は
憲
法
抗
告
に
お
け
る
受
理
手
続
制
度
と
関
連
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
受
理
手
続
に
つ
い
て
は
本
章

3
で
後
述
す
る
。

(
必
)
選
挙
審
査
手
続
で
も
一
般
有
権
者
に
申
立
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

邦
憲
法
裁
法
四
八
条
)
。

(
叫
)
基
本
法
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
法
の
関
連
規
定
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

憲法抗告における適法要件の構造(1)

一
O
O名
の
有
権
者
の
賛
同
を
得
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
(
連

北法45(4・41)569 

基
本
法
一

O
O条
川
裁
判
所
が
法
律
を
違
憲
と
解
し
、
こ
の
法
律
の
有
効
性
に
裁
判
が
懸
か
っ
て
い
る
と
き
は
、
手
続
は
中
止
さ
れ
る

こ
と
を
必
要
と
し
、
州
憲
法
の
侵
犯
が
問
わ
れ
て
い
る
と
き
は
当
該
州
の
憲
法
上
の
争
訟
に
つ
き
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
の
裁
判
を
、
こ
の



説

基
本
法
の
侵
犯
が
間
わ
れ
て
い
る
と
き
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
を
、
求
め
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
州
法
に
よ
る
こ
の
基
本
法
の
侵
犯
ま

た
は
州
法
律
の
連
邦
法
律
と
の
適
合
性
が
問
わ
れ
て
い
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

連
邦
憲
法
裁
法
人

O
条

川

基

本

法

第

一

O
O条
一
項
の
要
件
が
存
す
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
直
接
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
を
求
め
る
。

同
裁
判
所
の
申
立
て
は
、
訴
訟
当
事
者
に
よ
る
当
該
法
的
規
準
の
無
効
事
由
主
張
(
河
口
需
品
q
z
E
M
C間
宮
芹
)
に
左
右
さ
れ
な
い
。

同
八
一
条
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
法
律
問
題
に
関
し
て
の
み
裁
判
す
る
。
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吾£為

自冊

こ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
異
な
る
種
類
の
具
体
的
法
規
審
査
手
続
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
、
川
州
法
律
の
州
憲
法
違

反
を
理
由
と
す
る
州
憲
法
裁
へ
の
審
査
申
立
て
、

ω州
法
律
の
基
本
法
違
反
を
理
由
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
へ
の
審
査
申
立
て
、
制
連
邦
法
律
の

基
本
法
違
反
を
理
由
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
へ
の
審
査
申
立
て
、
制
州
法
の
連
邦
法
違
反
を
理
由
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
へ
の
審
査
申
立
て
、
と
い

う
四
つ
に
分
か
つ
説
明
と
、
川
・
川
を
ま
と
め
て
三
つ
に
区
分
す
る
説
明
と
が
あ
る
。
〈
m
-
E
E
同
-
E
3
3
2
ω
)
・
ω
-
N
冨
『
(
河
口
・
。
巴
)
[
四

分
類
説
]
喝
の
き
ぎ
ミ

g
g苦
笑

5
・
F由主ロ
N¥ω
円
『
自
喜
I
E
Z
E
Z
Z
¥百四回口
¥
g
g
g
q
-
∞己口島町印〈巾「町田印印己ロ岡田岡町三円『同日常的
ZN-
宮
田
町
豆
同
浮
き
印
官
官

印
m
R
E
E
C
-
〉
口
出
・
印
岳
凶
器
印
)
温
室
5
5
2・(

U
E

国
-
F門
戸
待
自
己
一
室
R
N
S
S
-
間∞
C
河口

N
ω
[三
分
類
説
]
」
2
2
z
g・4
〈

-
z
・

裁
判
所
か
ら
の
争
点
提
起
の
適
法
要
件
を
表
す
用
語
と
し
て
の
〉
E
g
n
F
2
E
Z
Z
5
m
z
z
r
g丈
な
い
し
〉
g
g
n
F
2
Eロ何回市司
Z
E
n
F
〈
と

い
う
文
一
一
国
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、
判
例
・
学
説
に
お
け
る
タ
l
ム
と
し
て
定
着
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
判

例
と
し
て
、
日
5
Z
N・
∞
-
∞
〈
巾
『
向
。
何
戸
口
同
(
コ
ω)‘
Z
-
ω
C
印
(ω
。∞)一

ω
m
y
N
印∞

(N
呂
町
)
一
日
0・
5
∞
(HHω)
一寸
N・
2
(
H
C
N
)
-
学
説
で
は
、

N・
田
町
民
E
S、
g
o
e
ω
・
ωN
ム
(
河
口
寸
印
、
吋
)
一
巴
包
苦
ミ
・

2
0・
叩
∞
。
河
口

NH
斗
一
切
な
き

(
Z
ω
)
・
ωmwmwc・
Hd旬宮目。
NN白
(
Z
ω
)
・∞
-
N
H
C
(閉
口
河
口

同
∞
円
)
・
め
円
P
E与

(
Z
ω
)
・
ω
忠
(
河
口
広
∞
)
一
円
害
見
守

(
Z
ω
)
・
印
叶
∞
∞

(
E
-
ゴ)・

3
主
主

(
Z
ω
)
・
ω
己
斗
ω
同・(〉『け

5
0
河
N
H
H
)目

ま
た
、
「
中
間
手
続

(N芝山内
Z
E
R
P
F「
g
)
」
と
し
て
の
具
体
的
法
規
審
査
手
続
、
と
い
う
定
式
化
と
し
て
、
色
白
『
巾

N
∞
∞
〈
巾
『
百
何
品
N-

品
N
(品川
W

)

一同
-
R
r
s・
2
0・
ω・
ω。
H
(河口・。
mw
印
)
一
』
宗
主
室
、

g
O噂∞
-
H
H
吋
一
凶
(
〉
コ
-
H
O
C
河
N-
∞)・

2
白白書耳、白血
0
・
叫
∞
。
河
口
同
日

な
お
、
法
規
審
査
の
申
立
て
を
行
っ
た
訴
訟
裁
判
所
の
手
続
に
お
け
る
訴
訟
当
事
者
は
、
連
邦
憲
法
裁
で
の
具
体
的
法
規
審
査
手
続
に
際
し

意
見
表
明
権
を
与
え
ら
れ
る
が
(
連
邦
憲
法
裁
法
八
二
条
三
項
)
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
連
邦
憲
法
裁
の
手
続
に
お
け
る
当
事
者
(
回
巾
庄
一
宮
巾
[
「
]
)

と
な
る
も
の
で
は
な
い
(
回
〈
巾
ユ
の
何

N-
巴

ω
[
N
H
斗
]
)
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
口
頭
弁
論
(
連
邦
憲
法
裁
法
二
五
条
一
項
)
・
裁
判
官
忌
避
(
同

一
九
条
)
を
申
し
立
て
る
権
利
、
憲
法
裁
判
手
続
に
伴
い
生
じ
た
費
用
の
補
償
を
受
け
う
る
資
格
(
同
コ
一
四

a
条
)
|
|
こ
れ
ら
は
連
邦
憲
法



憲法抗告における適法要件の構造(1 ) 

裁
に
お
け
る
裁
判
手
続
の
当
事
者
た
る
地
位
に
あ
る
者
に
対
し
て
は
認
め
ら
れ
る
(
〈
包
-
∞
〈
旬
日
開
N
0

・
H

[
印

]
'
N
0

・ω
印

C
[
ω

巴
]
)
|
|
を
有

し
な
い
、
と
さ
れ
る
(
∞
〈
巾
止
の
開
N
-
N
H
ω
[
N
H
叶]一
N
0

・
ω

印。
[ω

巴
]
一
色
唱
さ
[
巴
]
)
。
こ
れ
は
、
訴
訟
裁
判
所
の
手
続
に
お
け
る
訴
訟
当
事

者
は
法
規
審
査
の
申
立
人
た
る
地
位
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る

(
2
8苦
笑

8
0・
即
∞
N

河口
-
H
N

〈悶「

E
与
∞
〈
巾
三
の
何

N
C

喝
ω
印

C

Z
E
]
)
。
も
っ
と
も
、
申
立
て
を
行
っ
た
訴
訟
裁
判
所
が
法
規
審
査
に
お
け
る
手
続
当
事
者
と
な
る
わ
け
で
も
な
く
、
具
体
的
法
規
審
査
手
続

は
対
決
構
造
型
手
続
で
も
な
い
以
上
、
結
局
、
こ
の
手
続
で
は
|
|
特
定
の
政
治
的
機
関
が
手
続
開
始
後
に
正
式
の
手
続
参
加
申
出
(
連
邦
憲

法
裁
法
人
二
条
三
項
)
に
よ
っ
て
手
続
当
事
者
と
な
ら
な
い
か
ぎ
り
|
|
そ
も
そ
も
当
事
者
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

(
e
s
E
[
Z

N
N
〕・

ω・
斗
日
[
河
口
-

H

品∞
]

)

0

(
伍
)
こ
の
点
を
明
言
し
て
い
る
判
例
と
し
て
、
回
〈
巾
『
『
の
開
N
司品
C
G
(
2
0

円
・
)
・
連
邦
憲
法
裁
法
八

O
条
三
項
の
規
定
(
前
注
参
照
)
か
ら
す
れ
ば
、

逆
に
、
訴
訟
当
事
者
か
ら
法
律
の
違
憲
無
効
が
主
張
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
が
具
体
的
法
規
審
査
の
申
立
て
を
行
う
こ
と

に
妨
げ
は
な
い
(
恩
師
E
R
S
[
Z
ω
]
・∞
-
N
C
白
[
間
口
河
口
・
呂
町
]
)
。

(
必
)
幻
各
市
N-

∞
・
め
言
語
(
Z
ω
)

・ω
-
Z
ω

・
3
三室
(
Z
ω
)

・ω
H

H

2

(

〉ユ
5

0

河
N
ω
)

ま
た
、
伊
豆
包
円
『

(
Z
ω
)
喝
∞
∞
ω

同
(
河
口

H
N
叶
)
も
、
こ

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
一
般
の
裁
判
所
も
、
具
体
的
法
規
審
査
の
申
立
て
に
よ
っ
て
同
時
に
具
体
的
争

訟
事
件
の
裁
判
手
続
を
中
止
す
る
か
ぎ
り
で
、
問
題
の
法
律
の
暫
定
的
不
適
用
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
裁
に
よ
る
「
効

力
排
除
権
限
」
の
独
占
と
い
う
表
現
が
完
全
に
当
た
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
と
す
る
。
〈

m
-
E円
F
h
Sミ
(
Z
8
・
ω
斗∞
N

(

河口・

2)・
法
規

の
審
査
は
分
散
的
で
、
法
規
の
最
終
的
拘
束
力
あ
る
効
力
排
除
は
集
中
的
で
あ
る
、
と
一
百
う
。

(
幻
)
抽
象
的
法
規
審
査
に
係
る
関
連
規
定
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

基
本
法
九
三
条
山
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
次
の
場
合
に
裁
判
す
る
。

二
連
邦
法
も
し
く
は
州
法
と
こ
の
基
本
法
と
の
形
式
上
お
よ
び
実
質
上
の
適
合
性
、
ま
た
は
州
法
と
こ
の
基
本
法
と
の
適
合
性
に
関
す
る

見
解
の
相
違
も
し
く
は
疑
義
が
存
す
る
場
合
で
、
連
邦
政
府
、
州
政
府
ま
た
は
連
邦
議
会
議
員
の
三
分
の
一
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
。

連
邦
憲
法
裁
法
七
六
条
基
本
法
九
三
条
一
項
二
号
に
よ
る
連
邦
政
府
、
州
政
府
ま
た
は
連
邦
議
会
議
員
の
三
分
の
一
の
申
立
て
は
、
申

立
権
者
の
い
ず
れ
か
が
連
邦
法
ま
た
は
州
法
に
つ
い
て
次
の
い
ず
れ
か
の
見
解
を
採
る
と
き
に
か
ぎ
り
、
適
法
で
あ
る
。

一
基
本
法
ま
た
は
そ
の
他
の
連
邦
法
と
の
形
式
上
ま
た
は
実
質
上
の
不
適
合
性
を
理
由
と
し
て
、
無
効
と
解
し
て
い
る
と
き
。
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説論

二
連
邦
ま
た
は
州
の
裁
判
所
、
行
政
庁
ま
た
は
機
関
が
当
該
法
を
基
本
法
ま
た
は
そ
の
他
の
連
邦
法
に
適
合
し
な
い
も
の
と
し
て
適
用
し

な
か
っ
た
事
態
の
の
ち
に
お
い
て
、
こ
れ
を
有
効
と
し
て
い
る
と
き
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
手
続
に
お
い
て
は
、
「
連
邦
法
ま
た
は
州
法
、
す
な
わ
ち
連
邦
ま
た
は
州
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
法
規

2
2
B
E
)

の
審
査
の
み
が
適
法
(
印
g
E
g
『
乙
で
あ
る
」
(
同
-
E
3
B
[
Z
ω
]
・∞
-
N
E
[河口・

2
N
]
)
。

ま
た
、
基
本
法
一

O
O条
二
項
に
よ
り
具
体
的
法
規
審
査
手
続
の
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
「
法
律
」
・
「
州
法
」
で
あ
る
(
注
(
仏
)

参
照
)
。
な
お
、
「
基
本
法
一

O
O条
一
項
に
よ
る
手
続
の
裁
判
対
象
は
、
法
規
の
憲
法
適
合
性
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
の
裁
判
の
そ
れ
で
は
な
い
」

旨
明
言
し
た
判
例
と
し
て
、
∞
〈
町
『
出
向
山
、
吋
ω
・
ω
さ
(ω
ご
)
が
あ
る
。

(
必
)
回
〈
巾
ユ
の
閉
山

r
H
∞
仏
(
同
匂
寸
)
(
川
町
)
∞
〈
巾
『
刊
の
H
W
H
O
-
H
N
ム
(
H
N
斗
同
)

(
叩
)
審
査
対
象
が
形
式
的
意
味
の
法
律
に
限
ら
れ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
判
例
と
し
て
、
回
〈
巾
『
向
。
何

Y
E
A
(
E
m
w
R
)
一印仲間
U
U
「
ニ
そ
の
う
ち
で

も
基
本
法
施
行
後
の
そ
れ
に
限
ら
れ
る
旨
を
表
明
し
た
判
例
と
し
て
、
∞
〈
巾
『
刊
の
同
W
N
-
H
N
ム
(
H
N
∞
-
E
C
R
-
)
喧印汁
-
H
U
U
「
も
っ
と
も
、
州
憲
法
裁

に
お
け
る
具
体
的
法
規
審
査
手
続
の
審
査
対
象
に
つ
い
て
は
、
州
の
自
律
性
に
鑑
み
、
州
法
で
そ
の
範
囲
を
さ
ら
に
拡
張
す
る
こ
と
に
妨
げ
は

な
い
、
と
す
る
の
が
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
で
あ
り
(
∞
〈
巾
え
の
明
ム
コ
∞
[
広
∞
己
)
、
そ
う
し
た
州
法
の
実
例
も
散
見
さ
れ
る
。
州
憲
法
裁
の
具

体
的
法
規
審
査
手
続
に
お
け
る
審
査
対
象
の
簡
潔
な
概
観
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
東
西
ド
イ
ツ
統
一
前
の
状
況
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
〈
同
-
-

恩師向巴目。
N
N
白

(
Z
ω
)
・
ω
・
ω
叶
N

同
(
間

N
H

河
口
・
同
)
・

0
苦
C
3
R
言、
h

百円
F
Z
2
0
『}恒常ロ

N
E

己
g

F
自
己
巾
z
q
p
g
E
m
M
間巾ユ門
Z

2
・
5
一

F
白口内同市印〈巾三釦印印口口問的岡市ユ円『門的
σ
白『}内巾芹同唱但但
(
)
(
Z
N
⑦
)
・
∞
∞
印
問
問

(mw
品円)・

(
日
)
〈
四
一
∞
〈
巾
『
向
。
何

2

・
2

匂
(
ω
N
印
)
一
コ
・

ω
。印

(ωω
叶
)
こ
れ
ら
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
法
規
攻
撃
型
憲
法
抗
告
の
補
充
性
と
の
関
連
で
、
第
二

章
H
5
に
お
い
て
論
及
す
る
。

(
臼
)
回
〈
巾
ユ
の
何
回
-
H
H
4
(
H
N
白)一一山・

ω
。叶

(
ω
H
N
)
・
(
日
)
切
〈
巾
「
問
。
H
W
N
-
H
N
品
(
H
ω
H
)

(
日
)
同
・
同
な
§
(
Z
ω
)
・
ω
N
∞
同
(
河
口
め
印
ω)
・

(
日
)
切
さ
S
O
E
凶円』
=
E
K
H
|
回
目
E
F
マ
室
、

5
・7
由白ロロ
N
E
P
-
-
凶
〈
巾
ユ
の
の
-
S
O
(
Z
h
E
Y
問
。
。
河
口
∞
寸
・

(
日
)
め
な
さ

(
Z
ム
(
}
)
唱
河
口
・
。
印
品
同
門
司
e

切円』芸札弘司
1
切
な
注
意
H
h
(
Z
印印)・間

ω
。
河
口
品
向
山
町
一
円
U
P
3
a
D
豆
C
号、、

U
Z
〈
q
p
g
己口四回
σ
巾印円
Fd弓
巾
『
品
タ
白
色
門
E
o

σ
巾『四一()・司
-
Z
E
-
m
司同市
wmw
∞
喝
∞
品
印
同
(
河
口
。
∞
)
・
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憲法抗告における適法要件の構造(1 ) 

(
日
)
「
基
本
権
類
似
の
権
利
」
と
称
す
る
も
の
と
し
て
、
。
5
H
(
z
g
)
'
ω

主-一勾
EKHhh
ア
Nミ円
P
U
S
河
内
円
宮
乱
巾
「
〈
巾
門
町
回
目
的
己
口
岡
田
宮
山
内
町
巧
q
p
-
N
'

E
Hロ
冨

D
R
E
m
口
一
。
・
出
回
2
r
E
∞∞・

ω
H
N
斗
(
問
N

g

g
・
「
基
本
権
同
様
の
権
利
」
と
表
現
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
』
民
主
主

(
Z
ω
)
・
ω

H
C
2
・
5

2

F

2
・
8
F
-
品∞
-
E
)
一
切
さ
吾

(
Z
N
N
)
・
ω
同
日
仏
(
閉
口

ω
色
)
一
切
な
き

(Z
さ
)
-
E
E
N
『
連
邦
憲
法
裁
の
用
語
法
は
一
様
で

な
く
、
い
ず
れ
の
表
現
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
表
現
を
採
用
し
た
例
と
し
て
、
∞
〈
ミ
お
何

5
・
5
め
(
コ
印
)
一

ωω
・
ピ
叶
(
N

印
∞
)
・
後
者
の

表
現
を
用
い
た
例
と
し
て
-
、
∞
〈
耳
目
別
印
。
岨
口
印
(
Z
H
)
'

(
日
)
〈
聞
こ
ω〈巾『問。開

ω
・
印
∞
(
立
)
司
品
∞
・

2

3

匂
)
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
2
同
同
参
照
。

(
日
)
具
体
的
法
規
審
査
に
つ
き
、
∞
〈
巾
「
同
の
何

ω
・
5
叶
(
5
3
-
抽
象
的
法
規
審
査
に
つ
き
、
∞
〈
巾
司
自
何
回
N
-
N
C
印
(NNN)

(
的
)
具
体
的
法
規
審
査
に
つ
き
、
∞
〈
mユの
H
W
P
ω
ω
H
(
ω
ω
#
)
・
2
-
主
(
日
∞
)
'
抽
象
的
法
規
審
査
に
つ
き
、
回
〈
mユの閉山

r

E

(
古)・

(日
)
a
∞
〈
巾
え
の
H
W
Y
ω
沼山(品。斗)・

b
∞
〈
巾
三
の
開

N
-
N
∞寸

(N
由同)・

C

∞
〈
巾
え
の
何
少

N
寸
(ω
。)・

(
位
)
以
下
の
叙
述
は
現
行
制
度
(
一
九
七

O
年
の
連
邦
憲
法
裁
法
改
正
以
後
の
制
度
)
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
同
法
の
規
定
と
そ

の
変
遷
・
判
例
に
お
け
る
実
際
的
運
用
の
展
開
に
つ
き
概
観
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
野
中
俊
彦
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
違
憲
判
決
の

方
法
」
『
公
法
の
理
論
(
上
)
』
(
田
中
二
郎
先
生
古
稀
記
念
一
・
有
斐
閣
・
一
九
七
六
年
)
一

O
五
頁
以
下
(
二

oー
一
一
九
頁
)
。

(
日
)
こ
こ
に
い
う
「
法
律
(
の
3
2
N
)
」
と
は
、
具
体
的
法
規
審
査
手
続
で
は
専
ら
形
式
的
意
味
の
法
律
を
指
す
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
抽

象
的
法
規
審
査
手
続
・
憲
法
抗
告
手
続
と
の
関
係
で
は
法
令
規
定
一
般
を
意
味
す
る
言
問
的
E
q
N
N臼

[
Z
ω
]
・
ω
・
ω
ω
ω
[
間
N
O
河
口
呂
ω])
。

(
仇
)
こ
の
ほ
か
、
連
邦
憲
法
裁
が
法
令
の
違
憲
審
査
に
際
し
、
こ
れ
基
本
法
違
反
と
断
ず
る
の
を
避
け
つ
つ
、
合
憲
限
定
解
釈
・
警
告
判
決
と
い

っ
た
、
連
邦
憲
法
裁
法
の
規
定
に
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
判
決
方
式
を
実
践
し
て
き
で
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
で
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
判
決
方
式
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
野
中
・
前
出
注
(
位
)
、
永
田
秀
樹
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
律
の
憲
法
判
断
の
方
法
」
大
分
大
学
経

済
論
集
五
三
巻
三
号
(
一
九
八
一
年
)
八
六
頁
以
下
、
宮
地
基
「
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
規
範
統
制
判
決
の
展
開
と
機
能
」
神
戸
法
学

雑
誌
三
九
巻
四
号
(
一
九
九
O
年
)
九
三
九
頁
以
下
。

(
日
)
恩
師
E
q
R白
(
Z
ω
)
・∞
-
ω
ω
ω
(叩

N
。河口・

5
ω
)
一一コ
ζ

ミ
ミ
ミ
S
3
h
g
-
富田口口
N
ロ
-
P
-
∞ぐ巾『向。。
-
E
O
(
Z
主
)
占
間

ω
H
m
p
ω
寸一

E

S
白
河
号

S
町、円、

5
・C
ヨ
σ
白門}くの]巾ヨ巾ロ印(国間-)・∞〈巾「円。。噂白血
(
)
(
Z
K
F
N
)
・
ω
印。。(闇

ω
H
河口
-mwC)-

(
伺
)
〈
同
一
∞
〈
巾
吋
同
(
U

閉
山
戸
∞
mw(mw())
・h
h
白日き
N
(
Z
∞ム)'明

ω
H
河口

ω
斗一町内昨日司、町内』
hHF
〈巾円『即日凹己口岡山古『
ON
巾民『巾円
F
F
〉
O
目

N
H
O
∞
(Hmw
∞
ω)-m-
品
H
C
コ・・

g
H
民
(
お
∞
)
も
っ
と
も
、
法
律
効
に
も
時
的
限
界
は
あ
る
、
と
論
者
は
指
摘
し
て
い
る
(
ミ

B
E旬、
2
9
同

-
E俗芸、
8
0
)
。
連
邦
憲
法
裁

北法45(4・45)573 



論 説

(∞〈巾「円。何

ωω
・
5
ゆ

[NC
品
]
)
に
よ
れ
ば
、
連
邦
憲
法
裁
の
既
存
の
裁
判
に
お
け
る
理
由
中
の
判
断
枠
組
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
こ
れ
に
従

え
ば
そ
の
後
の
事
情
変
動
か
ら
し
て
法
律
の
憲
法
適
合
性
の
再
審
杏
が
相
当
と
い
え
る
と
き
は
、
法
規
審
査
を
求
め
る
争
点
提
起
を
適
法
と
し

う
る
。
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
合
憲
判
断
の
拘
束
力
・
法
律
効
と
基
本
法
解
釈
を
め
ぐ
る
先
例
離
反
に
係
る
州
憲
法
裁
か
ら
の
争
点
提
起
(
刷

②
参
照
)
と
の
関
係
に
つ
き
、
〈
間
-
・
ミ

E
R
g
o
-
間
∞
印
河
口

ω
|
印一色町

5
・
5

玄白

EN¥U己
コ
四
ロ
同

-
P
E己岡市印巾門
N-FO足
立
さ
さ
印
町
田

σ:z

H
匂
印
∞
(
斗
〉
ロ
ロ
印
角
川
E
H
句。
H)
・
冨
ロ
ロ
円
『
巾
ロ
の
出
・
∞
巾
n
F
ω
gロ
己
∞
巾
同
区
内
ヨ
σ
2・
Hゆ
mw]「
〉
『
円
・
]
戸
(
)
。
河
口
印
N
一
周
俗
芸
詰
ミ

(
Z
め印)・

ω
・
印
印
印
(
叩

ω]戸河口・

∞N
)
 

(訂
)
M
W
F
E
R
F
(
Z
ω
)
・
ω
-
H
m
V
4
(河口
dωω
叶)一恩師昨日目。
N
S
(
Z
ω
)
・
ω
-
N
C
H
(副
巳
河
口

N
C
H
)
・的円俗芸

(
Z
品。
)
-
m
P
4
め
ω
有
者
巳

g
g
a
d〈
Z
も
っ
と

も
、
憲
法
抗
告
手
続
に
お
い
て
も
、
合
憲
限
定
解
釈
の
形
で
合
憲
宣
言
を
裁
判
主
文
に
掲
げ
る
例
は
以
前
か
ら
数
見
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
(
〈
包

句
忌
E
R
r
-
E。・

ω
呂
斗
〉
ロ
ヨ
・
∞
・
め
言
語
、
富
。
)
、
さ
ら
に
最
近
で
は
、
法
令
を
争
う
憲
法
抗
告
の
棄
却
に
際
し
て
裁
判
主
文
で
積
極
的
に
合
憲

宣
言
の
行
わ
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
き
て
い
る
、
と
も
い
わ
れ
る
(
〈
包
・

3

aミ
R
N阜、

S
0・∞
-
N
∞印

E
E
3
4
2
[間
N
O
河口

N
叶])。

(印

)
U
g
p認
定

5

2

E
凹
回
ロ
ロ
ι
m
M
Zユ白印印ロロ岡山間巾
Z
E
S
E
E
-
F
E『N

E
印
N
(∞
の
∞
-
-
一

N
色
)
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の
邦
訳
と
し
て
は
、

参
照
、
永
田
秀
樹
寸
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
規
則
川
」
大
分
大
学
経
済
論
集
四

O
巻
一
号
(
一
九
八
八
年
)
七
人
頁
以
下
。

本
稿
で
も
こ
れ
を
大
い
に
参
考
と
し
た
が
、
必
ず
し
も
そ
の
訳
語
に
は
従
わ
な
か
っ
た
箇
所
も
あ
る
。
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
法
の
規
定
の
変
遷

は
恩
師
同
日
目
。
N

8

2

5
・
ω
・
5
1
5
(間
N
河口・叶

HN)

に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
(
ち
な
み
に
、
「
削
除
」
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
第
三
篇
第
二
ハ
章

〔
九
七
条
の
一
箇
条
の
み
か
ら
成
る
〕
は
一
九
五
六
年
に
廃
止
さ
れ
た
勧
告
的
意
見
制
度
〔
「
法
制
鑑
定
所
見
(
河
内
円
宮
山
岡
E
R
Z
g
)
」
制
度
〕
を

定
め
た
規
定
で
あ
っ
た
)
。

(
印
)
〈
包
-E
同町芝
S
S
(
Z
ω
)
・
ω
-
H
H
∞
(
河
口
広
匂
円
)
一
恩
師
E
R
N
E
(
Z
ω
)
-
∞
-
z
m
w
同・

8

5

河口
-
H
)
-
C
早々
(
z
g
)
'
ω

同
門
(
河
口

ω)
こ
の
点
に
関

連
し
て
、
永
田
・
前
出
注
(
包
囲
頁
は
、
(
法
令
の
)
違
憲
審
査
権
の
担
い
手
を
通
常
の
裁
判
所
と
す
べ
き
か
特
別
の
憲
法
裁
判
所
と
す
べ
き

か
、
と
い
う
点
が
基
本
法
制
定
時
に
お
け
る
論
争
の
焦
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
寸
憲
法
訴
願
が
基
本
法
上
除
外
さ
れ
た

の
は
、
制
定
会
議
の
審
議
の
上
で
は
表
面
化
し
て
い
な
い
が
、
客
観
的
に
は
こ
の
抗
争
と
の
絡
み
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
の

分
析
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
基
本
法
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
恒
川
隆
生
「
憲
法
裁
判
に
お
け
る
基
本
権
保

障
理
論
の
考
察
付
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
九
六
号
(
一
九
八
三
年
)
コ
一
七
二
貝
以
下
(
二
一
九
二
頁
以
下
)
。

(
叩
)
連
邦
憲
法
裁
法
の
制
定
に
際
し
で
も
、
憲
法
抗
告
制
度
の
導
入
は
論
争
の
的
と
な
っ
た
。
そ
の
導
入
は
訴
訟
マ
ニ
ア
を
刺
激
し
争
訟
を
無
用
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憲法抗告における適法要件の構造(1)

に
長
引
か
せ
る
も
の
で
、
法
治
主
義
の
行
き
す
ぎ
に
陥
る
、
と
い
う
批
判
が
提
起
さ
れ
た
し
、
と
り
わ
け
連
邦
参
議
院
で
は
、
行
政
裁
判
制
度

の
整
備
・
基
本
法
一
九
条
四
項
に
よ
る
保
障
の
存
在
を
理
由
と
し
て
、
行
政
・
裁
判
所
に
よ
る
基
本
権
侵
害
に
対
す
る
憲
法
抗
告
は
不
要
だ
、

と
の
意
見
が
多
数
を
占
め
、
立
法
に
よ
る
基
本
権
侵
害
を
争
う
た
め
の
「
基
本
権
訴
訟
(
の
『
ロ
ロ
骨
良
厚
∞
匡
担
問
巾
)
」
|
|
そ
れ
は
州
レ
ヴ
ェ
ル
で

こ
れ
に
相
当
す
る
救
済
手
続
の
余
地
が
も
は
や
存
し
な
い
場
合
に
限
っ
て
連
邦
憲
法
裁
に
提
起
し
う
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
ー
ー
が

対
案
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
連
邦
政
府
は
、
裁
判
所
に
よ
る
基
本
権
侵
害
の
場
合
も
含
め
て
基
本
権
保
護
は
無
条
件
に
与
え
ら

れ
る
べ
き
こ
と
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
(
民
衆
訴
訟
型
の
)
憲
法
抗
告
の
経
験
に
て
ら
せ
ば
連
邦
憲
法
裁
の
過
重
負
担
の
懸
念
は
な
い
こ
と
、

を
主
張
し
、
連
邦
議
会
で
も
か
連
邦
憲
法
裁
は
憲
法
の
番
人
で
あ
り
、
基
本
権
保
護
が
そ
の
管
轄
権
の
範
囲
に
含
め
ら
れ
な
い
の
で
は
そ
の
最

も
重
要
な
役
割
の
一
つ
を
逸
す
る
こ
と
に
な
る
w

と
し
て
、
公
権
力
に
よ
る
基
本
権
侵
害
一
般
を
争
う
た
め
の
手
続
(
し
か
も
州
憲
法
裁
に
よ

る
救
済
手
続
に
対
す
る
関
係
で
補
充
的
な
救
済
に
止
ま
ら
な
い
手
続
)
と
し
て
の
憲
法
抗
告
制
度
の
採
用
が
支
持
さ
れ
、
こ
れ
に
続
く
連
邦
参

議
院
の
第
二
段
階
の
審
議
で
調
整
委
員
会
招
集
の
提
案
が
否
決
さ
れ
た
結
果
、
連
邦
憲
法
裁
法
九

O
条
の
規
定
が
確
定
し
た
の
で
あ
っ
た
(
〈
四
-

P
言
さ
切
な
肺
客
室

[Z
印
印
]
噂
聞
き
河
口
・
∞
一

N
君
主
Z
印叶]・

ω
・
2
l主
[
F
-
H
N
H
1
5
∞
ご
2
2
Z
ヨ
唱

Z
)
。
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
法
の
制
定

過
程
に
お
け
る
憲
法
抗
告
制
論
議
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
恒
川
・
前
出
(
印
)
四

O
九
頁
以
下
。

(
冗
)
連
邦
憲
法
裁
法
第
三
篇
第
一
五
章
に
い
う
「
憲
法
抗
告
」
と
は
自
治
体
憲
法
抗
告
を
も
含
ん
で
お
り
、
九
一
条
は
そ
の
要
件
に
関
す
る
規
定

で
あ
る
。

(η)
基
本
法
九
三
条
二
項
を
授
権
根
拠
と
し
て
連
邦
憲
法
裁
法
に
定
め
ら
れ
た
(
本
案
)
手
続
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
法
制
鑑
定
所
見
が
あ

っ
た
。
な
お
、
現
行
の
例
と
し
て
は
基
本
法
二
九
条
六
項
(
連
邦
領
域
の
再
編
成
)
に
基
づ
く
住
民
投
票
に
係
る
審
査
手
続
等
が
あ
る
が
、
憲

法
抗
告
が
基
本
法
に
根
拠
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
た
た
め
、
今
日
で
は
同
項
を
授
権
根
拠
と
し
て
法
定
さ
れ
て
い
る
裁
判
手
続
形
式
の
多
く
は

あ
ま
り
重
要
性
を
も
た
な
い
、
と
い
わ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
の
授
権
が
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
、
と
も

評
さ
れ
て
い
る
。
〈
間
「

E
N
E
町
内
な
さ

(
Z
ω
)
・
ω
・
5
E
H
司

Z
ω
ω
(河
口
巴
)

w

M

山円。芸

(ZKF())
・河口・∞
ω
斗ロ・

(η)
宮
内
吉
三
言
。
‘
言
、
河
内
円
宮
田
町
三
月
Z
S
F
2
2同
町
自
己
丘
町

ω
E
E
Z
ι
g
∞ロロ色町印〈巾「『回目的ロロ四日間内ユ円
F
F
E河
∞
(
呂
町
吋
)
-
ω
E
Z円
(
同
∞
土
・
)

(凡

)
h
v
S
E
E
N
N由

(
Z
ω
)
・
ω
E
H
自民間吋
Z
匂
(
閉
口
河
口
・

ω
)
E
Z
「∞巾
N己
聞
き
『
河
内
四
回
巾
吋
口
口
問
凹
Fmm『E

E
口問

ι
目
印
開
口
言
=
「
同
凶
己
3
0ユ
丘
町
ロ
〉
ロ
【
同
中

「己口四回開巾印巾け
Nmmy
】
凶
叶
ロ
「
印
-
〈
¥]FNNAア
ω
・品・

(
市
)

U
白目

H
叶
〉
口
己
2
・5
】岡田開巾田市門
N
Nロ
ヨ
の
コ
】
ロ
己
問
巾
印
巾
門
N
〈
O
B
N
A
H
a
]ロ
ロ
日
】
句
。
∞
(
∞
の
回
一

H
・斗{)匂)
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説

(市

)
U
B
E
〉口内同巾「口口四日間
g
巾同
N
N
E
自
の
『
ロ
ロ
内
民
間
巾
印
2
N
〈
白
白
包
』
白
口
口
同
『

E

S

(
∞
の
∞
一
一
ヨ
)
以
上
に
述
べ
た
基
本
法
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て

は
、
さ
し
あ
た
り
〈
m
-
N号貯

(
Z
印叶)・∞
-

H

同
(
河
N
'
A

同
)
呂
唱
-
Z
自
治
体
憲
法
抗
告
も
そ
れ
ま
で
は
基
本
法
に
直
接
の
根
拠
を
有
せ
ず
、
連

邦
憲
法
裁
法
で
定
め
ら
れ
た
法
律
レ
ヴ
ェ
ル
の
制
度
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
基
本
法
改
正
に
際
し
て
同
様
に
憲
法
上
の
制
度
(
基
本
法
九
三
条
一

項
四

b
号
)
と
な
っ
た
。
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
法
二
二
条
は
、
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
で
規
定
さ
れ
た
以
下
の
場
合
に
裁
判
す
る
。
」

と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
の
管
轄
す
る
裁
判
手
続
形
式
を
列
挙
し
て
い
る
が
(
一

l
一
五
号
)
、
制
定
当
初
の
同
条
に
憲
法
抗
告
が
掲
げ
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
憲
法
抗
告
制
度
の
基
本
法
編
入
に
伴
い
一
九
七

O
年
の
連
邦
憲
法
裁
法
改
正
(
〈
弓
ユ
訟
の
3
2
N
N
己『

P
E
2
5悶
品
目
的
。
g
E
N巾回出
σ
R
E日
∞

E
品
四
日
〈
え
同
即
日
日
ロ
ロ
四
日
間
句
同
門
『
片
〈
。
ョ

N
H
5
5
4
0
[∞
の
∞
一
一

H
4
2
]
)

に
際
し
て
、
同
条
八

a
号
と

し
て
「
憲
法
抗
告
(
基
本
法
第
九
三
条
一
項
四

a
号
お
よ
び
四

b
号
)
」
が
挿
入
さ
れ
た
。

(
円

)
H
d
a
p
-
a
g
(
Z
ω
)
ヨ
ω
・
5
N
(
m
Z
河
口
・
ム
)

(
花
)

C
芯
師
、

(
Z
印。)・

ω
-
N
円
(
河
口
印
)

(
乃
)
な
お
、
基
本
法
改
正
に
よ
る
憲
法
抗
告
制
度
の
廃
止
が
基
本
法
七
九
条
三
項
所
定
の
憲
法
改
正
の
限
界
に
触
れ
な
い
か
、
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
〈
柱
。

N
H
R砕
(
Z
印、吋)・

ω
N
民
e

(

河
N

叶
)
E
-
当

Z

(
的
)
立
法
権
に
つ
き
、
回
〈
町
三
の
H
W
N
品・

ω
ω
(品。)一

ω
y
ω

宝
(ω
ミ
円
)
・
そ
の
論
拠
は
、
立
法
に
対
す
る
権
利
保
護
が
ド
イ
ツ
の
憲
法
伝
統
と
は
疎

速
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
に
求
め
ら
れ
て
い
る
(
回
〈
巾
え
の
開

NKH
・
3
[品
匂
同
・
]
)
。
ま
た
、
司
法
権
に
つ
い
て
は
、
∞
〈
巾
『
出
回
目

5
・
N
叶印

(N
∞
C
)

が
、
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
の
は
「
裁
判
官
に
よ
る
保
護
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
に
対
す
る
保
護
で
は
な
い
」
と
説
い
て
い
る
。

こ
の
点
、
公
平
な
第
三
者
と
し
て
の
裁
判
官
が
職
権
・
身
分
の
独
立
を
保
障
さ
れ
て
行
う
権
限
行
使
は
一
九
条
四
項
に
い
う
「
公
権
力
」
の

行
使
に
当
た
ら
な
い
、
と
の
解
釈
は
学
説
上
も
一
般
的
な
見
解
と
み
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
〈
包
宅
ミ
M
l
E
弘
芯
ミ
与
と
尋
F
同
O
B
E
g
-

C
巾『己口問

NE
〉
ユ
-
H
m
v
H〈
の
の

(N当
2
5
2ユ
)
包
宮
口
問
)
'
E
-
問
。
呂
田
巾
ロ
片
山
「

N
E
B
∞
O口
口
町
『
の
門
口
口
島
岡
町
田
市
門
N-
出
血
目
σ
己円四一]白血
n
E
B
出
合
同
ヨ
白
ロ
ロ
ヨ
「
D

印ml

z巳
g
E印
聞
と
)
巾
印
巳
け
]
{
匂
印
0
・∞汁白口己・

0
巾N
巾
呂
町
巾
『
回
。
∞
N

・的ロロ己巾『白
-umm{凶「己円}色白一回一色
S
H
M

喝口一巾河内円}】汁日目円
F
Eい

N

間
白
『
即
口
丘
町
島
内
的
〉
『
件
同
匂
〉
σ
∞
-
品
。
。
‘

国曲目
σ巴「同・』
O

白
円
宮
日
出
2
け
ヨ
白
口
口
同
市
w

∞
N

・
ω・
HAF
∞
円
(
河
口
・
N
J
1
印)一同守町、旨白ミ・同町』
H

き
注
円
l
k
A
ゐ
苦

S
S・-口
-
F
由開口口
N
¥
ロ
ロ
コ
悶
己
・
国
-
-
の
「
=
口
己
同
巾
印
巾
皮
切
白
血
(
)

(
Z
。
。
)
・
〉
『
F
H
m
w
弓
河
口
句
。
ロ
・
一
同
町
Eae--~ミ
h
室
、
目
立
兵
河
町
円
『
昨
日
目
円
『
E
N町
田
『
白
ロ
丘
町
四
m
m
m
口
丘
町
丘
町
内
ロ
己
一
門
町
内
の
巾
者
同
-
F
E
一目的巾口印巾巾¥}ハ一『円
F
F
C同

(
国
間
)
古
田
白
ロ
gu己
円
『
己
巾
ωω
円白川凶門印吋巾円『戸門的且而「切己口{]巾印「巾同】
EE--内
U
2
E
M
n
z
Eロ〔「回【
]-g-
出向丘町一
σ
巾吋四

-
(
U
E

司・玄口-一巾『

Hmw
∞
myω
・
]FNωω

同町

(HN
印{)

[河口・
ω

J

1

同・])』巾耳巾回目的自・
4
そ

-
Z

し
か
し
な
が
ら
、
立
法
権
が
一
九
条
四
項
の
「
公
権
力
」
に
含
ま
れ
る
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
否
定
説
を
採

@'.ム
ロ岡
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憲法抗告における適法要件の構造(1)

る
判
例
の
立
場
が
学
説
に
お
い
て
も
一
般
的
支
持
を
得
て
い
る
と
い
え
る
か
、
と
な
る
と
疑
わ
し
い
。
こ
の
論
点
を
め
ぐ
る
学
説
の
動
向
に
つ

い
て
は
、
川
否
定
説
を
通
説
と
目
し
て
い
る
論
者
も
い
る
も
の
の
、
川
以
前
か
ら
争
い
の
あ
る
点
で
は
あ
る
が
肯
定
説
が
い
っ
そ
う
多
く
を
数

え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
学
説
状
況
の
整
理
も
見
出
さ
れ
、
さ
ら
に
は
川
肯
定
説
を
も
っ
て
通
説
と
位
置
づ
け
て
い
る
論
者
も

存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ωの
例
と
し
て
、
~
山
内
』
H
E
R
E
(
Z
ω
)
・
∞
-
H
H
m
w
(
河
口
早
品
)
・
川
の
例
と
し
て
、
~
r
r
s悼式円
1
h
ゐ
苦
言
昔
、
S
0
・
〉
ユ
-
E
H
〈
河
口
・

2
・
糾
の
例
と
し
て
、
F

同町
P
き
昨
旬
、
E
0
・
∞
-
H
ω
め
円
(
河
口
-
N
S
)
w
p
a
ロ
ミ
で
で
日
5
5
S
F
H
口
問
。
自
由
g
g
『
N
ロ
ヨ
の
E
E
m
巾
認
定
宮
司
佳
巾
∞
ロ
E
Z
-

「巾司戸ME--向。mEgnFUロ【
F

回
己
-
H
(
河
内
日
『
巾
〉
一
丹
市
「
ロ
m
w
Z
〈
r
D
B
宮
市
口
広
-
『
巾
)
・
N
・
〉
口
出
・
2
巾
ロ
者
一
巾
【
同
一
戸
口
円
F
Z
『
『
回
口
門
凶
]
戸
市
w
∞
m
y
ω
H
N
句
。
(
〉
ユ
-
H
U
弓
月
N
ω
叶

同
・
)
・
も
っ
と
も
、
肯
定
説
の
論
者
に
あ
っ
て
も
、
法
律
自
体
を
直
接
争
う
こ
と
を
認
め
る
と
と
も
に
法
律
が
違
憲
の
と
き
は
判
決
で
こ
れ
を
対
世

的
に
無
効
と
す
る
と
い
う
、
主
要
問
題
型
法
規
審
査
(
胃
E
N
H
宮
Z
Z
0
5
3
ぎ
2
2
-
Z
)
ま
で
も
が
直
ち
に
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る

と
い
う
の
で
は
な
く
、
通
常
の
場
合
は
前
提
問
題
型
審
査
(
E
N
5
2停
S
可
o
-
Z
)
を
も
っ
て
同
項
自
体
の
要
請
は
充
た
さ
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

苦

言
S
R
白
白
0
・
2
ω
E
・
g
-
N
S
)
・
5
5
3
8
S
F
E
0
・
∞
・

50(〉
『
こ
ω
弓

F
・
ω
∞
)
・
ま
さ
弘
ア
』
雪
白
雲
-
8
0
・
〉
『
こ
ω
弓

河
口
ゆ
品
目

(
別
)
回
〈
巾
吋
向
。
開
ω
戸

ω
め
品
(
ω
∞
∞
)
(
位
)
回
〈
巾
吋
向
。
何
「
ω
ω
N
(
ω
ω
品
)

(部
)

C
号、

(
2
2
)
・
ω
・
ω
(
河
口
・
斗
)
司
年
旨
き
弘
ア
ヘ
山
ゐ
書
室
詰
(
Z
∞
C
)
・〉
2
・
5
『
〈
河
口
-
H
叶
印

3
4
5
連
邦
憲
法
裁
の
編
集
に
よ
る
『
判
例
総
覧
』
も
、

と
の
説
示
を
も
っ
て
、
「
宜
忠
法
抗
告
は

G
G
[基
本
法
]
一
九
条
四
項
に
い
う
司
法
救
済
経
路
で
は
な
い
」
と
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
、

と
位
置
づ
け
て
い
る
。
〈
也
Z
R
Z
n
F
F悶
2
2
r
ι
q
p
§
Z
宮
内
円

z
z
r印
切
口
口
含
2
2
P
印
回
口
口
問
印
湾
立
与
g
・
5
5
E
回
ロ
ロ
ι
町
田
〈
巾
ユ
同
日
田
口
口
問
的

l

mmvZ円Z.
同

2
己巾-F巾同.ma勾〈口市内田内巾同二日除。-Hり.玄三一月「'円、白日巾UE同庁担巴的問白
σ
ク
∞
門
担
ロ
己
'
]
ロ
Z
H
m
w
。
y
〉
3
・
同
市
w
弓
の
の
Z
『
-
N
h
F
.

し
か
し
な
が
ら
第
一
に
、
判
例
の
趣
旨
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
に
つ
い
て
は
異
論
も
な
い
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
本
件
で
争
わ
れ
た
の
は

執
行
機
関
の
個
別
措
置
で
あ
る
が
、
個
別
措
置
の
違
法
性
は
基
本
権
規
定
以
外
の
法
規
範
に
対
す
る
違
反
か
ら
も
帰
結
し
う
る
反
面
、
憲
法
抗

告
に
よ
る
救
済
に
は
「
基
本
権
の
保
護
」
と
い
う
守
備
範
囲
の
限
定
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
憲
法
抗
告
を
通
じ
た
連
邦
憲
法
裁
へ
の
申
立
て
の

機
会
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
が
一
九
条
四
項
二
段
に
基
づ
く
通
常
裁
判
権
に
よ
る
救
済
経
路
を
排
す
る
よ
う
な
司
法
救
済
経
路
に
は
な

り
得
な
い
、
と
す
る
趣
旨
に
す
ぎ
な
い
、
と
の
判
例
理
解
を
示
す
論
者
も
存
す
る
の
で
あ
る
Z
S
S窓

[
Z
∞
。
]
・
ω
・
ぉ
ー
ム
印
[
河
口
主
同
]
)
。

ま
た
第
二
に
、
判
例
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
別
と
し
て
、
憲
法
裁
判
所
へ
の
申
立
て
の
機
会
も
、
個
人
権
保
護
の
役
割
を
帰
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
一
九
条
四
項
に
い
う
「
司
法
救
済
経
路
」
と
解
す
べ
き
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
・
有
力
な
学
説
も
見
受
け
ら
れ
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説論

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
〈
包
N
-

∞
・
符
P
S』町内
-
E
0・
ω・品
N
i
h
H
印
(
周
回
仏
N

士
山
)
一
符
P
S札
色
町

l
h
e
き
さ
pgo-
〉
『
門

H
匂

司

河

口

同

だ

と

巾

垣

内

田

}

回

目

当

z. 
* 
本
稿
は
、
北
海
道
大
学
審
査
博
士
(
法
学
)
学
位
論
文
(
一
九
九
四
年
六
月
三

O
日
学
位
授
与
)
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
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